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は じ め に

いつものことではあるが，われわれ人間は

本当に懲りない動物である。自分たちの生活

が自分たちだけの力で成り立っているのでは

なく，周りの人間と自然によって初めて可能

となっていることを何かのきっかっけを通じ

て確認しては，また忘れる。そのことの繰り

返しである。とりわけ，自然との関係が希薄

化する一方の都市生活においては，なおさら

この傾向が強いといえる。日々の食卓が農業

の営みによって支えられていることは当たり

前のこととして，知識として知ってはいる。

しかし，このことが自分自身の存在と本質的

に結びついているとは考えてはいない。だか

ら，１次産業を中心とする地方の産業と地方

の人々の生活がどうなっているか，気にとめ

ることはほとんどない。土のついた野菜がき

たないものとして疎んじられたり，はなはだ

しくは，店頭に並んだ野菜が本来の姿である

と思い込んでいる子供もいるという。それで

も，天候不順が原因で不作にでもなれば，値

段が上がり，十分に手に入らないということ

を通じて，時々は農業生産の意味を想起する

ことがある。必要なのは，その意味を日常的

に再確認し，都市と農村の相互依存関係をわ

れわれ社会の基本的なあり方として位置づけ

る姿勢の確立であろう。

都市の生活が地方によって支えられている

という事実は農業以外にもたくさんある。福

島第一原発事故によって，東京のエネルギー，

特に電気が福島県を含む他県から送電され，

経済活動と市民生活を支えていることが，改

めて知らされることとなった。そして，停電

になってはじめて，電気のない生活がいかに

不便かつ危険であるかを知ることになる。手

術や人工呼吸器など，人命に関わることもあ

る。かくして，都市における，とりあえずは

「豊かな」生活が地方からの電気供給によっ

て支えられていることが明らかとなったので

あるが，今，その地方の一つ，福島県が原発

事故によって未曾有の被害を受け，不便な生

活を強いられている。否，不便などという生

活の次元では語ることのできない事態，すな

わち，放射能による人間性の否定という事態

に直面しているというべきであろう。加えて，

向こう数十年間は帰還も難しいという状況に

陥っている。この事実を知った都市住民は，

それでもなお，自分たちの生活に必要である

として，地方の原発の稼働を求めることが出
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来るのであろうか。

本稿は，この問題について，まずは歴史を

振り返る形で考えてみたいと思う。また，福

島原発事故とその被害救済措置，とりわけ事

故当事者たる東京電力の責任範囲，さらには

原子力発電所を国策として推進してきた国家

政府の責任問題とその必然的帰結としての東

京電力の国家管理の問題，そして，最後に，

最近とみに強調されている「送電線開放」問

題を見据える形で，福島県と東京の関係を遠

距離送電の問題から考察してみよう。その場

合，電気事業が形成されてきた経緯を踏まえ，

供給者と消費者のネットワーク事業であると

いう点に電気事業の最大の特色があることを

軸点にして議論を展開してみようと思う。

１ 福島第一原発と猪苗代湖

― 東京電力と福島県の歴史的関

連性―

東京電力は東京都を中心に関東一円および

山梨県と静岡県の一部を供給地域とする地域

独占電力会社である。その東京電力のベース

電源が原子力発電所とされており，今回の事

故によって失われた供給力の大きさから，東

京電力管内の停電問題が事故直後から取りざ

たされ，実際に「計画停電」という供給制限

措置が実施された。また，東京電力の電力需

要ピークが夏場にあることから，2011年夏

の電力需要に対して，供給力不足が心配され，

原子力なしで夏場が乗り切れるのか，さらに

は，中長期的にも，原子力抜きの供給電源の

あり方が問題となった。これらの問題全体に

ついては，別途検討する機会をもちたいと考

えているが，ここでは，そもそも，なぜ東京

電力の原子力発電所が東北地方の福島県にあ

るのか，その歴史的な経緯から問題を考えて

みたい。迂回的ではあるが，東京電力の原子

力発電所が福島県に立地したという歴史的事

実を振り返ることを通じて，現代の電力シス

テムのかかえる問題性の一端を明らかにする

ことが出来ると考えたからである。

東京電力の原子力発電所は新潟県柏崎刈羽

発電所（第１から第７まで合計出力821.2万

kW）と福島第一，第二原発の合計（10基

909.6万 kW）である。しかし，福島県と新

潟県はともに東北電力管内であり，東京電力

管内ではない。今回の福島第一原発事故に

よって，東京電力の電源が消費地から遠く離

れた地域にあり，そこからの遠距離送電に

よって東京の経済活動と消費生活が支えられ

ていることを改めて知らされた人も多いはず

である。東京電力の原発が，なぜ新潟と福島

に建設されたのか，その背景を考えておくこ

とは，今更ながらの思いもあるが，少なくと

も，東京に住む人々が，福島や新潟と切って

も切れない関係性の下に否応なく組み込まれ

てきた歴史を知ることによって，福島での出

来事が本質的に他人事でないことを確認する

意味でも，必要な作業であろう。

福島県に原発が立地することになった経緯

を『東京電力三十年史』 は次のように述べ

ている（以下，下線は筆者による）。

当社は，供給区域をはじめ隣接地域を含め

て，広範な立地調査を実施したが，東京湾沿

岸，神奈川県，房総地区で広大な用地を入手

することは，人口密度，立ち退き家屋数，設

計震度などの諸点から困難であった。そこで，

需要地に比較的近接した候補地として，茨城

県，福島県の沿岸に着目し，東海村をはじめ

大熊町など数地点を調査し，比較検討を加え

た。

福島県の双葉郡は六町二か村からなり，南

の小名浜地区は良港や工業地帯をもち，また，

北の相馬地区は観光資源のほか，小規模なが
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1)東京電力社史編集委員会編『東京電力三十年

史』東京電力，昭和58年，562～578ページ，参

照。
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ら工場もあるのに対し，双葉郡町村には特段

の産業もなく，農業主導型で人口減少の続く

過疎化地区であった。したがって，県，町当

局者は，地域振興の見地から工業立地の構想

を熱心に模索し，大熊町では，三十二年には

大学に依頼して地域開発に関する総合調査を

実施していた。

こうした地域事情を勘案しつつ，当時の佐

藤善一郎福島県知事は，原子力の平和利用に

熱意を示し，……県独自の立場から双葉町内

の数カ所の適地について原子力発電所の誘致

を検討していた。そのうち大熊町と双葉町の

境にあり，太平洋に面する海岸段丘上の旧陸

軍航空隊基地で，戦後は一時製塩事業が行わ

れていた平坦地約190万平方メートルの地域

を最有力地点として誘致する案を立て，当社

に対して意向を打診してきた。

当社は，前述の検討経緯もあり，35年８

月，大熊町と双葉町にまたがる広範な区域を

確保する方針を固め，県知事に対し斡旋を申

し入れた。知事は，この申し入れをきわめて

積極的に受け止め，同年11月には原子力発

電所誘致計画を発表した。

このように，当社が原子力発電所の立地に

着眼する以前から，福島県浜通りの未開発地

域を工業立地地域として開発しようとの県，

町当局の青写真ができており，この先見性こ

そ，その後の福島原子力にかかわる立地問題

を円滑に進めることができた大きな理由とい

えよう。

……

38年10月，当社は，大熊町地内約190万

平方メートルのうち一般民有地約95万平方

メートルの取得の斡旋方を知事に依頼した。

……次いで双葉地区についても，大熊町の場

合と同様，県開発公社を介して，41年３月

に約20万平方メートルを，43年９月に約99

万平方メートルを取得し，大熊，双葉両町に

またがる原子力発電所用地の取得をほぼ完了

するに至った。

この地域は太平洋に面した山林原野の台地

で，冷却水なども容易，豊富に確保出来，交

通の面でも国道６号線に近く，常磐線の大野

駅には約４キロメートルの至近距離にあった。

さらに地質は段丘堆積層で，地表下約30

メートルに第三紀層があって地盤も強固で，

気象条件も良好など，原子力発電所立地には

まことに適地であった。

41年12月には，県開発公社に委託してい

た海域の漁業権の消滅とその漁業補償問題も

解決した。

大熊，双葉地域の海岸線は，標高約35

メートルの切り立った丘陵地で，太平洋の波

浪が四六時中断崖を洗っており，……

大熊，双葉地点の用地確保が進み，原子力

発電所建設の見通しがついたことから，当社

は昭和40年９月，第２の原子力立地点とし

て，大熊，双葉地点の南方約10キロメート

ルの富岡，楢葉両町の境界にまたがる太平洋

岸の区域を選定する方針を固めた。この地区

が選定されたのは，地盤，取水をはじめ原子

力発電所としての立地条件を満たしていると

みられたこと，大熊，双葉地点の立地を進め

ている経緯から，地域の理解，協力が得られ

ると期待されたことなどによるものである。

……43年１月，福島県知事は，年頭記者

会見において「第２の原子力を富岡，楢葉地

区に建設」と発表，地元町長も「受入態勢は

万全」との見解を述べた。

これらを受けて，当社は43年１月，第２

地点の開発計画を発表，44年５月には，具

体的計画として出力100万キロワット級四基

を建設することを明らかにした。

……当社としては，供給力の長期安定確保

のためには，これらに続く第３の原子力立地

点を確保することが重要であるとの見地から，

通商産業省による原子力発電所立地適地調査
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の動向を注目していた。柏崎・刈羽地点の立

地は，このような背景のなかで浮上してきた

ものである。

……柏崎市と刈羽村にまたがる一帯の土地

は，冬季，北面の強い季節風にさらされる砂

丘地で，開発の手だてもなく，旧県道の山側

の部分に，わずかに開拓農場があった程度の

利用，活用の難しい土地であり，これをどう

活用すべきかについて当時いろいろな議論が

なされていた。

……４期16年間（38～54年）にわたり在

任した小林治助柏崎市長は，地域の振興に情

熱を傾け，市政発展の観点からこの土地を活

用するため，原子力発電所の立地を促進する

という方針を立て，その実現に一生をささげ

た。

……原子力立地が決定した柏崎・刈羽地域

の情勢は，先行する福島県浜通り地区の２地

点とはかなり情勢が異なっており，当社の立

地が歓迎される一方で，この時点で反対運動

がスタートした。

……このような反対運動の動きは，発電所

規模が巨大であることや時代背景によること

はもちろんであるが，福島県浜通りとは異

なって，人口８万余の柏崎市を控えていたこ

と，豊かな穀倉地帯に位置し独立した経済圏

を形成していたこと，農民運動の長い歴史が

あったこと，新潟水俣病事件などの公害問題

が県民に心理的影響を与えていたことなど，

各種の事情によるものであったと思われる。

福島県浜通り地区に東京電力が原子力発電

所を建設することになった事情は以上のとお

りであるが，われわれは，ここからいくつか

確認すべき点を見出すことが出来よう。すな

わち，原子力発電所は原子炉本体の冷却水を

確保するという技術的要請から，わが国では

海岸立地を宿命づけられており，東京電力管

内では基本的にその適地が得られないという

事実である。もっとも，万一の事故を考える

と，わが国にはその意味での適地は存在しな

いというべきではあるが，東京電力管内から

そう離れていない地域で，かつ万一のことを

考えると，ある程度は都心部から離れた地域

という意味での相対的適地の存在という限定

を付して，この脈絡を読み取るしかない。実

際，アメリカにおいても原発は低人口地域に

立地させなければならないと考えられていた

が，その理由は放射能汚染を伴うような万一

の事故を想定した場合，避難人口が少なけれ

ば少ないほどよいとされたからである。東京

電力にとって，福島第１原発立地点は人口密

集地東京から200キロあまり離れてはいるが，

自社供給管内に隣接したもっとも近い他電力

会社管内であった。また，新潟県柏崎・刈羽

地区も，同じく日本海側に得られる東京電力

にとってもっとも近い海岸であり，また，こ

の地区が東北電力管内という他電力会社管内

であった。両地区は共に東京から約二百数十

キロの距離にあり，上述の条件に最もかなっ

た立地点と考えられたことになろう。地理的

な意味で，厳密にいえば，静岡県伊豆半島西

海岸が自社管内における候補地になり得るか

もしれないが，御前崎の中部電力浜岡原発の

ケースと同じく，予測されている東海地震震

源域に近く，立地点としては問題にならな

かったのかもしれない。

福島県にある発電所が電力の大消費地であ

る東京のために設置され，東京まで遠距離送

電されているのは原発だけではない。東京地

区のための電源という意味では，電気事業の

発展初期には水力発電が注目されていた。福

島県にある猪苗代湖が東京のためのダム湖の

役割を果たすようになったのは水力発電が本

格化した明治後期から大正時代にまで遡る。

明治から大正期にかけてのわが国電気事業，

とりわけ東京電燈㈱のような大都市部の電気

事業者にとって安価な電源を確保し競争上有

利な条件を獲得することが死活問題となりつ

つあった。この点を，当時の東京電燈㈱の電
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源確保問題における猪苗代湖の位置を確認す

る形でみておこう。

ほとんどの都市型電気事業がそうであった

ように，東京電燈も小規模な石炭火力発電所

をその出発点としている。一ヶ所当たりの需

要家数はその規模に規定されていた。した

がって，需要家の増大には新たな発電所を設

置して需要に応えなければならないことにな

る。東京電燈はこうして次々に市内に発電所

を増設し，５つの電灯局を有するに至ってい

る。しかしながら，こうした小規模分散的な

発電所による配電システムでは効率が悪く，

また石炭を焚くことから人口密集地での発電

所の増設，新設もおのずから限界があった。

かくして，明治30年，浅草集中火力発電所

を建設し，各電灯局を配電局とする集中火力

発電所方式が採用されることになる。この発

電所は，単相交流式200kW ４基と３相交流

式265kW ６基の発電機を擁する出力約

2,400kW の，当時としては画期的なもので

ある。……第２期工事のドイツ・アルゲマイ

ネ社製３相交流式50サイクル265kW の発

電機は，わが国最初の３相交流式発電機の採

図1 猪苗代湖の位置

出所：栗原東洋編『現代日本産業発達史 電力』現代日本産業発達史研究会，昭和39年，93ページ所収。
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用であり，……その後，関東一円で50サイ

クルが用いられる契機となった。……その後，

東京電燈では家庭用照明の他に，東京市街鉄

道との600kW の需給契約をはじめ動力需要

も急増し，36年には第２発電所として千住

火力5,000kW を計画し，38年から浅草火

力と連系した。この千住火力は，蒸気タービ

ンを採用した最新式の発電所であったが，桂

川水系の開発に伴い，41年には浅草火力と

ともに早くも予備火力となった 。

したがって，東京電燈㈱は，明治30年か

ら40年にかけて，既に石炭火力による集中

火力発電所方式を採用していたにもかかわら

ず，41年にはこれらを予備電源に位置付け

ることになるわけである。そして，その原因

は桂川水系における水力電源の開発によって，

安価かつ大量の電力を供給できる体制が整っ

てきたことにある。こうした経過からうかが

えるように，初期の都市電気事業は，小規模

な発電・配電事業から始まり，需要家が増え

てくるのに応じて，同様の小規模発電所を増

設するという形で事業を拡大していった。し

かしながら，このやり方では，土地制約と煤

煙等の環境制約から立地場所が限られること

から，発電所を一ヶ所に集中させ，既存の発

電所を配電所へと再編成し都市全体への供給

を実現する，いわゆる「集中火力方式」を採

用するに至る。それが，「浅草集中火力」で

ある。こうして設置された集中火力発電所す

ら，供給力としては「予備化」することにな

るのが，有力水力発電所の建設と遠距離送電

の実現であったことになる。これはまた，都

市における電気需要に応えるべく形成された

配電のための電気事業が，水力発電という供

給側の要因によって経営システム自体が大き

く左右される時代へと進んでいったことを示

している。このような水力発電の急速な発展

については，次のように述べられている。

東京電燈は，増大する電灯電力需要に対処

するため明治36年，１万 kW の千住火力発

電所を計画していたが，炭価高騰のすう勢は

衰えず，同火力発電所を5,000kW に縮小し，

37年10月，桂川の水力開発に乗り出すこと

になった。桂川は富士山麓山中湖を水源とし，

水量不変の優秀な電源であったが，需要地の

東京への距離が遠いため，それまで放置され

ていた。しかし，アメリカにおける高度な送

電技術を見聞することによって最初の計画を

変更し，最終的には発電所を駒橋一か所にま

とめ，その出力を１万5,000kW とし，55

kVの電圧で東京へ送電することとなった

（送電距離75km）。……さらにその下流から

取水する八つ沢発電所の建設を計画し43年

着工，翌年一部送電を開始し，大正３年に完

成した。この八つ沢発電所は，出力３万

5,000kW の大発電であるばかりでなく，有

効貯水量74万 tの大野調整池を設け，ダム

式としては画期的なものであった 。

以上の経過からみると，当該時期に水力発

電が石炭火力発電にとって代わって電源の主

役へと躍り出てくる背景は，基本的には４点

あることがわかる。第１に，石炭火力発電所

は，煤煙や土地取得の制約から，都市部にお

いて拡張や新設が困難となっていたという初

期の分散型発電システムそのものの限界であ

る。第２に，エネルギー源としての石炭の価

格高騰によって石炭火力の競争力が低下して

きたという点である。第３に，富士五湖や猪

苗代湖を天然のダム湖として利用し得る安定

的かつ安価な水力発電地点の開発が相次いで

行われたことである。そして，第４に，アメ
2)電気事業講座編集委員会編『電気事業講座第３

巻 電気事業発達史』エネルギーフォーラム，

32～33ページ参照。 3)同上，41ページ。
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リカやドイツなどで遠距離送電技術が確立さ

れ，その技術をいち早く導入することによっ

て，山間僻地にある水力電源開発とその送電

が可能になっていたことである。

これらの背景を念頭に置きながら，猪苗代

湖水力開発の経過について，たどっておくこ

とにしよう。『現代日本産業発達史 電力』

において，猪苗代湖開発の経過について，次

のように記されている（下線は筆者による）。

猪苗代湖の開発については，農業用水とし

ては古く徳川時代に会津藩により戸の口用水

（820町歩），つづいて布藤用水（250町歩）

が開かれており，さらに明治になって安積疏

水（5,500町歩）が開墾され，さらに，その

後この水路を利用した発電が郡山絹糸紡績に

よって行われた……ついで猪苗代水電による

大事業となる。（それぞれ別個に日橋川を利

用した水力開発を計画していた東北電力株式

会社と日本水力電気が合併により成立した猪

苗代水電）の手により，第１発電所は明治

45年の６月着工，大正４年１月一部竣工，

第２発電所は５年９月の着工で７年12月の

完成，第３発電所は第４とほぼ前後し13年

12月の着工で15年11月の竣工となってい

る。なおこの間11年１月東電との合併があ

る。……猪苗代湖水系におけるその間および

その後における開発と発電所を表示すると，

当初の郡山絹糸紡績による安積疏水を利用し

た沼上発電所を初めとして表62（本稿の表

１）のとおり15をかぞえている 。

当時としては，非常に巨大な水力開発とな

る猪苗代湖水力開発に当たっては，発電所の

建設とともに東京までの高圧送電が可能なの

かといった技術的問題に加えて，生み出され

た電力が，その供給力に見合うだけの需要家

を見出し得るかという市場問題が大きな壁と

なっていた。

猪苗代の開発に前後し東電では桂川水系に

駒橋・八ツ沢の両発電所を建設しまた建設中

で，それらを合わせてもその発電力は水力が

５万 kW，既設火力が１万3,400kW，合計

６万3,400kW にすぎなかったのである，こ

こにほぼそれと同額のものをもちこもうとい

うのだから，……

……猪苗代水電の開発は，その後間もなく

三電競争※による，はげしい市場競争と料金

の値下げ，これを裏返しにすれば電力経営の

採算割れという背景のなかで，しかも事実上

市場の見通しなしに工事を着着と進めざるを

えなかったが，これを支えたのは猪苗代湖と

いう有利な立地条件による低コストであり，

しかも出来てみると東電はこれから買電する

ということで妥協が成立することになったの

である。もっともその当時，東電ではさきに

みたように駒橋，八ツ沢の両水力開発を見て

おり，あらたに猪苗代水電より大口の電力購

入をするなど需要に対し供給がオーバーする

情勢で，そのため大正６（1917）年千住火力

を廃止することを余儀なくされたのだから，

この妥協は東電にとってなかなか大きな犠牲

を強いたものである 。

※三電競争 三電競争とは，上記の猪苗代水

電の開発を背景に供給力を拡大した東京電燈，

鬼怒川水力から供給を受けた東京市，桂川電

力から供給を受けた日本電燈の三事業者間で

東京市場をめぐって展開された顧客獲得競争

である。この競争は各社に対して深刻な影響

を与え，結局，大正６年（1917年），三事業

者間で供給区域および供給条件等で妥協をみ

ることで終決した。この取り決めを「三電協
4)栗原東洋編『現代日本産業発達史 電力』現

代日本産業発達史研究会，昭和39年，92～93

ページ。 5)同上，94ページ。
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定」という。

当時の東京周辺の水力電源には猪苗代湖以

外に季節的な調整を果たしうる大規模なダム

がなかったから，猪苗代湖および猪苗代水電

にかけられた期待の大きかったのは当然であ

ろう。これがさきにみたように第３，第４両

発電所の建設になったほか，これらを補完す

るものとしての湖水水位の低下とその有効貯

水量の増大があげられる。これによりとくに

渇水期における京浜市場での強力な電源が確

保されることになったのである。

しかしこの湖水水位の低下と有効貯水量の

増大には湖水を古くから利用している農業用

水（の取水）との間に衝突が生ぜざるをえな

い。なかんずく安積疏水との関係がそうであ

る。すなわち猪苗代水電は，日橋川筋におけ

る発電水利使用の許可に当たり湖水をその東

部から引用している安積疏水の水利権を侵害

するおそれがあるため，両者の契約書の締結

を余儀なくされている。というのは，安積疏

水の引用にはある一定の湖水面の水位が必要

であるが，他方水電としては日橋川における

自然流量の他猪苗代湖の貯水をも利用すると

なると水位の低下が必要になるからである 。

猪苗代湖は，明治44年に発足した猪苗代

水力が大正の初期に開発し，その発生電力を

東京電燈に卸売りしていたが，後に東京電燈

へ吸収合併され，同社の有力な電源となった。

この猪苗代湖発電所は天然の湖沼に水源を

求め，その落差を利用した最も経済的な発電

所であったが，地元に適当な需要地がなかっ

たので，市場を東京に求めざるを得なかった。

しかし，当時の東京市場では，東京電燈でさ

え，その需要電力は６万 kW 程度に過ぎず，

しかも東京電燈，東京市，日本電燈による３

電競争の激しかった時期であったので，猪苗

代水力が３万7,000kW の電力を東京市場で

消化することは非常に困難な状態であった。

しかし有利な立地条件による低コストをより

どころとし，動力100馬力以上の需要を対象

6)同上，97～98ページ。

表1 猪苗代湖水系の発電所一覧表

系 統 発電所名 使用開始年月
有効落差

（m)

最大使用

水量（m/s)

認可最大

出力（kW)

沼 上 明32.6 40.9 5.6 1,560

安 積

⎧
｜
⎨
｜
⎩

竹 内 大 8.7 68.5 5.6 3,000

丸 守 大10.10 88.2 6.1 3,850

小 野 川 昭13.7 60.9 50.1 26,300

長瀬川

⎧
｜
⎨
｜
⎩

秋 元 昭16.6 160.4 66.9 93,600

沼 ノ 倉 昭21.12 28.0 45.3 10,400

猪苗代第一 大 4.1 106.5 67.5 53,500

第二 大 7.7 68.2 67.5 36,000

第三 大15.12 40.0 65.7 21,000
日橋川

⎧
｜
｜
｜
⎨
｜
｜
｜
⎩

日 橋 川 明45.4 19.2 65.7 10,000

猪苗代第四 大15.12 61.8 67.3 33,000

金 川 大 8.10 12.6 64.7 6,500

戸ノ口堰第一 明45.2 102.4 2.7 2,080

戸ノ口堰

⎧
｜
⎨
｜
⎩

第二 大 8.9 43.0 2.7 850

第三 大15.11 72.4 2.5 1,400

計 15 303,040

出所：『猪苗代電源の栞』（東京電力株式会社猪苗代電力所）による。
栗原東洋，前掲書，92ページ所収。
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に，東京を供給区域とした事業の許可を得て，

45年６月から工事に着手し，大正４年１月

第一発電所を完成，続いて第二発電所の建設

にとりかかり，７年11月完成をみた。

猪苗代の開発に伴う東京田端変電所までの

送電は200km以上の長距離であったため，

わが国初めての11万V送電となった 。

以上みてきたように，明治から大正にかけ

ての時期，わが国では本格的な水力発電の時

代へと突入するのであるが，ダム建設が技術

的にはまだ容易な時代ではなく，いきおい自

然貯水池たる湖水の利用が注目され，その一

つが猪苗代湖であったことがわかる。しかし

ながら，猪苗代湖の水力開発には二つの障害

があった。一つは，農業用水を取水している

農業関係者との利害調整であり，今ひとつは，

発生した電力の輸送，すなわち遠距離送電問

題である。

前者については，会津藩の時代から続く問

題であり，水利権問題として多面的な利害調

整が求められる課題である。しかし，利害関

係者が地元に限定されている限りは，地域内

の利害調整として解決され得るものであろう。

実際，開発初期の会社は，第１に東北電力㈱

であり，明治39年11月に日橋川の水利利用

申請が提出され，40年４月をもって福島県

から許可されている。この事業計画は，磐梯

村の大谷（字落合）から日橋川の水を引き，

赤枝を経て駒形村の金橋に至る水路（2,850

間）を開鑿し発電所を設け，若松市などの主

として地元に電燈および電力を供給する目的

のものであった 。これとは別に，……日本

水力電気なるものが設けられ，40年４月の

申請，間もなく東北電力と相前後し４月の許

可となっている。この日本水力の事業計画は，

日橋川の戸の口堰下，栗畑，菅谷地，日橋な

どの４ヶ所で日橋川の流水を引用し発電しよ

うとするもので，この市場については初めて

東京市が注目されている 。

上述の日橋川開発は猪苗代湖の西岸側にお

ける水利開発であるが，他方東岸には安積疏

水がある。安積疏水は，猪苗代湖の湖水を，

いわゆる「流域変更」※を行うことによって

郡山地区に湖水を誘導し，もってこの周辺の

農業用水を確保するものであった。また，農

業用水として利用するだけではなく，郡山絹

糸紡績がこれを利用し水力発電を行っている。

※流域変更 異なる水系間で本来の流路とは

異なる形で流水を変えること。

してみると，少なくとも，当初の猪苗代湖

開発の意図は，明白に猪苗代湖周辺の農業用

水と地元住民への電灯・電力の供給にあった

ことになる。ただ，結果として開発された猪

苗代湖の水力発電は地元だけでは消化出来な

いほどの巨大な電源であったため，ここに，

電力消費地としての東京，そして，そこで電

気事業を展開していた東京電燈など，石炭価

格の高騰と立地難を抱えていた都市型電気事

業者が触手を伸ばす背景があった。この場合，

福島県という遠隔地から東京までの送電が可

能であるという技術的条件が必要である。

かくして，後者の送電問題へとつながる。

既にみたように，わが国における遠距離送電

の開始は，アメリカやドイツにおける実験成

功に大きな影響を受けていた。フランスのデ

プレの実験（パリ―クリル間，約15マイ

ル・約24km），そしてドイツのフランクフ

ルト国際電気博覧会（1890年）の際に行わ

れた送電実験（フランクフルト―ラウフェン

間，約175km）が注目されている。とりわ
7)前掲，『電気事業講座第３巻』，42～43ページ

参照。

8)前掲，栗原東洋編『現代日本産業発達史 』，

92ページ。 9)同上。
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け，後者は，三相交流16,000ボルトによる

送電であり，その後の交流時代の幕開けと

なったものであった。

わが国の遠距離送電の嚆矢とされているの

は，広島水力電気㈱の黒瀬川広発電所から呉

市，さらには広島市に至る16マイル（約26

km），11,000V送電であり，明 治 32年

（1899年）のことであった 。もっとも，既

にみた郡山絹糸紡績は，明治30年（1897

年）２月，福島県郡山町を区域とし，その電

燈，電力を供給するため水力発電所の建設に

着手し，翌々年（1899年）の６月に初めて

営業を開始している。広島水力と同じように，

当時として画期的な11,000Vの高圧線によ

り郡山まで14マイル（約23km）を送って

いる ，とあるので，両者はほぼ同時期とい

うことになろう。猪苗代から東京への送電は

このような基盤の上に展開されたことになる。

このような経過をみると，猪苗代湖を皮切

りに福島県は明治大正時代より，その地区で

生み出した電力を東京へと送電する電力送出

県であったことになる。福島原発は，そのよ

うな歴史的基盤の上に，「原子力の平和利用」

というかけ声のもと，多額の交付金と電力会

社からの寄付金と引き換えに建設されたこと

になろう。水力発電の場合は地域の水力資源

が東京のために利用されたのに対し，原発の

場合，地域に有効な生産資源を持たないが故

に，他には有効な使い道のないとされた土地

を発電所建設用地として提供することを通じ

て，電力供給基地となったという違いがある。

いずれにしても，最終的に生み出された電気

そのものは福島県民が主として利用するもの

ではなく，東京地区の産業と住民のためであ

ることには変わりがない。この構図は歴史的

に一貫したものであり，第二次大戦後の只見

川流域の電源開発へと続いていくことになる

のである。その結果，福島県只見川には奥只

見ダム，田子倉ダムなど全国屈指の巨大ダム

が電源開発㈱によって建設され，今日東北電

力を含め，総計370万 kW（電源開発約233

万 kW，東北電力約137万 kW）の設備を有

する，一大水力電源地帯となっている 。

２ 電力広域連系と送電線開放問題

― 送電線は誰のものか―

電力関係者のみならず，国民の全英知を結

集することなしには，福島第一原発事故の収

拾は，その抜本的解決に向けて動き出すのは

困難であろうと筆者には思われる。原子力発

電技術の致命的欠陥は，その「安全神話」に

よって，「万一の事故」に備える予防思想を

欠落させたこと，また，それ故に実際の事故

時の対応技術と対応マニュアルがきわめて不

十分にしか用意されていなかったことにあっ

た。福島第一原発事故後に取られた数々の事

故収拾策がことごとく泥縄式であったことが

その点を如実に語っている 。その結果，一

10)同上，56～57ページ。なお，ドイツのフラン

クフルト国際電気博覧会の内容については，森宜

人『ドイツ近代都市社会経済史』日本経済評論社，

2009年２月に詳しく紹介されている。また，同

書はフランクフルト市が初期の電気事業に対して

社会政策的配慮から取り組んでいた経過も紹介さ

れており，ドイツ電気事業の歴史を知る上でも参

考になる。

11)栗原東洋，前掲書，59ページ。

12)この只見川をはじめとした河川総合開発は，ア

メリカの TVAにならったものとしばしば紹介さ

れる。しかし，わが国の場合，電源開発に著しく

特化し，かつ地元の地域経済との有機性をほとん

ど意識していなかったという意味で，TVAとは

内容がかなりずれていたようである（小林健一

『TVA実験的地域政策の軌跡』御茶の水書房，

1994年７月，参照）。

13)発電所の電源が外部からのものを含め，全て

失ってしまった場合（全電源喪失），外部から電

源車を派遣してもらう必要があるが，実際到着し

ても，接合部が規格違いで接続できなかったこと，

原子炉格納容器内にたまった水素を抜くためのベ

― ―48 北海学園大学経済論集 第59巻第４号(2012年３月)



方では，現場作業者の被爆線量の蓄積を伴う

ことなしには，原発事故対応がなされないと

いう作業者犠牲の再生産が延々続くことと

なっている。また，他方では，放射能汚染の

継続のため，営々と続いてきた福島県民の生

活と営みを元通りに戻すことが，控えめにみ

ても数十年間は不可能となり，少なくない県

民が県内，県外各所に移住を強いられる事態

となっている。いずれにしても，多くの福島

県民にとっては，将来の見通しが描けない最

悪の結果となっている。皮肉ではあるが，使

用済み核燃料の処理及び処分技術，廃炉技術

など，原発の建設及び運転技術とは異なる，

こうした「原発収束技術」ともいうべき技術

開発に力を振り向ける時期の到来を告げるこ

とになったのが今回の事故なのかもしれない。

小出裕章氏はこのような状況を踏まえて次の

ように述べるのである。

原子力がかつての輝きを失い，さまざまな

深刻な問題が見えてくるなかで，原子力を学

ぼうとする学生は減りつづけていきます。七

帝大からも原子力工学科，原子核工学科は，

すべて消えてしまいました。原子力を専攻す

る学生がいなくなってしまっています。これ

は非常に危機的だと思います。……理想と夢

の失われた学問を学生たちが目指すはずもあ

りません。しかし，私は，誰かに原子力工学

を学び続けてほしいと思うのです。福島第一

原発についても，これから長い年月にわたる

課題が残ります。それは誰かがやらなければ

いけません。また，四〇年以上も原子力発電

を続けてきたために，膨大な量の放射性廃棄

物が既に残されています。さらに，原子力発

電所自体が廃炉になっていきます。それらを

安全に処理していかなければなりません。そ

のためには，必ず専門的な知識を持った人が

必要なのです。後始末のために学問をやると

いうことには希望はないかもしれません。し

かし，どうしても必要なのです 。

原発を推進し原発事故を引き起こすことに

手を貸すことになった立場ではなく，原発の

危険性に警鐘を鳴らし続けてきた小出氏から，

このような発言を聞かなければならないとい

う事実が，まさに，わが国の原子力研究の主

流がどこを向いていたのか，また，原子力開

発史上，未曽有といえる原発事故とその惨禍

を目の当たりしても，なお国民に原子力発電

の必要性をうったえようとの意欲が衰えてい

ないことを示しているように思われる。

こうした問題とは別に，それとは次元を異

にするような，あえて今この時点で急いで議

論する必要があるのか，筆者にとっては，に

わかには理解しがたい問題が急速に持ち込ま

れている。その一つが「送電線開放問題」で

ある。筆者自身は，「送電線問題」が電気事

業を考える上で重要な問題であることをこれ

まで何度も主張してきたつもりである。しか

しながら，現在議論されている「送電線開放

問題」の取り上げ方には，今一つ釈然としな

いところがある。この原因について少し考え

ておきたい。

「送電線開放問題」が議論される背景は基

本的に二つある。第１に，地域独占である

「電力会社」の支配力がこの送電線の独占に

基づいており，これを開放させることによっ

て「電力会社」の支配力を弱めることができ

ント弁の開放操作マニュアルが電動を前提してい

たため，手動で行うまでに時間がかかったこと，

放射能汚染水の処理施設がなかったため，急遽フ

ランスアレバ社から処理施設を導入し，また国内

メーカーに製造依頼したこと等々，事前の準備が

まったく不十分であったことが露呈した。万一の

備えを本当に考えていたのかどうか，そこに「安

全」に対する過信があったのではないか，検証は

やり過ぎてこまることはないのである。

14)小出裕章「ブラックアウトは何故起きたか」

『世界』2011年６月号，53～59ページ参照。
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るとする独占規制の手立てとして提起する考

え方である。そして，この主張を行う勢力は，

まずは，PPS※ など，電力自由化の結果生ま

れた，いわゆる「新規参入事業者」である。

彼らは，2000年以降の小売参入自由化にも

かかわらず，十分成果が上げられていないと

の判断から，今回の事故が，巻き返しの好機

となると考えている。今一つの勢力は，風力

など，自然エネルギー推進派である。これま

で，風力発電の適地と考えられる地域に風力

発電機を設置しても，発電した電力の買取を

電力会社が渋ってきたため，風力発電の発展

が妨げられてきた経緯があった。ようやく，

2012年から電力会社による風力等の固定価

格買取制度が曲がりなりにもわが国で導入さ

れることになり，この壁を越える展望がわず

かにみえてきたが，電力会社は，送電線容量

および電力供給の安定性等々，さまざまな技

術的条件を口実にこの発展に水を差しそうな

気配である。結局，この壁を最終的に突破す

るためには，送電線を電力会社の所有物から

切り離すこと（送電線開放）が必要であると

いう結論に至ったということであろう 。

※PPS Power Producer & Supplierの略。

特定規模電気事業者のこと。

第２の背景は，東京電力や東北電力におけ

る「計画停電」実施騒動の影響によるもので

ある。わが国の電力会社は，基本的には広域

連系体制をとっており，電力会社間の電力融

通は随時行われてはいる。しかし，各電力会

社の電力供給システムはさしあたり自社管内

で完結するものとして形成されており，電力

会社間の融通は二義的に必要に応じて行うの

が一般的である。さらに，60ヘルツの西日

本地区と50ヘルツの東日本地区では周波数

変換所の制約から，現状では最大120万 kW

の融通が可能であるにとどまっている（図２

および図３参照）。こうした，現状の広域連

系による不活発な融通状態を克服し，もっと

自由に全国的な電力融通を行うためには，送

電線を既存の電力会社管理から全国大の一元

的管理へと移行させる必要があるとの考え方

が生まれる。その方向性が「送電線開放」と

いう表現に集約されるのである。したがって，

かつて「電力自由化」論が華やかであった頃

15)前者は，発電コストの低さを武器に，主として

大口電力やまとまった業務用電力市場を対象に参

入を果たそうとしてきたが，その際，既存の電力

会社が提示する「託送料」の高さを問題とし，こ

れが新規事業者にとって参入障壁となっていると

主張することになる。もっとも，新規参入事業者

が参入する決定的契機は「託送料」の高低の問題

というよりは，電源として依拠出来るエネルギー

コストの高低問題であった。鉄鋼業のように，高

炉ガスやコークス生成ガスなど，生産過程から生

み出される安価なエネルギーを利用できる，ある

いは，大量買い付けを背景に安価な石炭を利用で

きる等々，恵まれた条件を背景に電力分野に参入

した，というのが真相であろう。逆にいうと，こ

うした条件が失われれば，参入どころか，撤退が

進むのである。実際，2000年代後半になって，

石炭，原油等のエネルギー国際市場の価格高騰を

受けて，相次いで新規参入組が撤退し，また，自

家発に頼ってきた企業が，こうしたコスト高に耐

え切れず，電力会社からの購入に転換したりする

のも，基本的には同じ理由による（「日本経済新

聞」2006年８月17日および９月１日参照）。

また，後者は，普及率の上昇や技術進歩による

将来コストの低下を見込みつつも，現状では，な

お発電コスト自体が高いという条件をかかえ，継

続的な運転を実現するためには電力会社の買取価

格水準をコスト回収可能なレベルまで引き上げる

よう主張している。したがって，さしあたっては，

この買取価格問題が解決されればよいことになる

が，事態の根本的解決のためには，まずは，自然

エネルギーに対する優先接続制度を実現し，その

上で，次の段階で発送電分離が必要となると考え

られている。自然エネルギー派の代表ともいえる

飯田哲也氏は，送電線を高速道路と同じように

「公共財」として認識することの重要性を確認し

た上で，こうした主張を展開している（飯田哲也

『エネルギー進化論―「第４の革命」が日本を変

える』ちくま新書，2011年12月，155～158ペー

ジ参照）。
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の「構造分離論」の再製といってもよい議論

である。わが国の電力自由化は，2005年に，

契約電力50kW 以上の範囲まで対象が広げ

られたのを最後に休止した形である。また，

全国大の電力取引を支援する目的で2004年

に設置された「㈳電力系統利用協議会」は，

同時に送電線管理のための中立機関となるこ

とが期待され，既存電力会社，PPS，卸電

気事業者・自家発設置者，学識経験者などか

ら構成されて発足したものである。形として，

従来の中央給電連絡会議や中央給電連絡指令

所の機能を発展的に受け継いだものといえよ

う。しかしながら，発足の経緯からして，

「電力取引所」の運営に比重がかかっており，

送電連系それ自体は旧来のスタイルを踏襲し

たままとの印象はぬぐえない 。

以上述べた二つの背景は，互いに重なりつ

つ，福島第一原発事故後の電力供給体制のあ

り方をめぐる議論に関わってきている。筆者

は，原発の存続に反対であるし，原発が無く

ても，わが国を含め，世界のエネルギー供給

に支障を来すとは考えていない。また，将来

のエネルギー源として自然エネルギーが大き

な役割を果たすことになること，そのために

も，今こそ，自然エネルギーを急速に普及さ

せるための各種政策を動員することを強く望

むものである。しかしながら，そのためには

「送電線開放」が必要であると主張する場合，

どのような意味で「開放」を捉えているので

あろうか。自然エネルギーの普及のためには

送電線開放が必要であるという主張と電力自

由化推進論者が主張していた「発送電分離」

とどう違うのか，あるいは同じなのか，この

点を明確にしておかないと，送電システムと

いう点では，両者が同一歩調で同一方向に向

かって進むことになるのではないだろうか。

ここでは，そもそも，送電線開放とはどのよ

うな意味なのか，その原点から考えてみるこ

とにしよう。

筆者は，かつて電力自由化と送電線開放問

題について，次のように主張した。

形を整えたいという思いが先行している（飯倉穣

「発送電分離にメリットなし」『エネルギーフォー

ラム』2011年10月号，86～90ページ）。また，

橘川氏は原子力発電部門の国有化と発送配電一貫

会社の存続を行った上で，発送配電一貫会社同士

の競争を促進すべき，との論陣を張っている。目

指すところが電力会社同士による全国大の競争展

開という点にあるのが橘川氏の主張の特色である

が，筆者はこの意見には賛成しない。しかし，最

終消費者に対する供給義務を課せられた電気事業

者が自前の発送配電設備を有することがノーマル

であること。また，電源や流通設備を持たない事

業者は供給義務を全うすることが時として困難と

なるという事情を考えると，発送配電一貫体制が

有するメリット自体は否定されえないとする議論

については，筆者も賛成である。要は，この発送

配電一貫体制が地域共同の利益と齟齬をきたして

いるかどうかであり，現状の10電力体制が，そ

の点で，曲がり角に来ているということであろう

（橘川武郎『東京電力・失敗の本質―「解体と再

生」のシナリオ― 』東洋経済，2011年11月，

参照）。

16)なお，筆者と細部においては見解を異にするが，

発送電分離に批判的な主張を飯倉穣氏が行ってい

る。電力会社を民間会社と位置づけ，その経営自

主性を基軸に考える飯倉氏と電力会社を地域共同

を実現するための公益会社と捉える筆者との間に

は越えがたい溝がある。しかし，その主張には聞

くべき側面がある。飯倉氏の発送電分離反対の論

拠は概略以下のようである。

発電と送配電が相まって，規模の利益（範囲の

経済）を享受するという電気事業の性格は変化し

ていない……電気事業を考える基本的視点は，①

規制産業といえども，一般的に競争環境の下で合

理的・有機的一体性で運営されている。企業活力

を損なう市場介入は慎重に行うべきである（経営

の自主性尊重），②送配電と発電設備の一体的開

発が合理性を有している（垂直統合利益），③現

在の９電力体制は一応，経済的合理性があり，大

きな齟齬は見当たらない。その理由は，系統運用

上の送配電の適正規模，歴史的設備形成に関わる

固有の事情，競争の工夫などである。これまでの

発送電分離論は，歴史的事情や現状評価を看過し

て，自由化という市場を教科書的に考え，机上で
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図3 全国を結ぶ送電ネットワーク

出所：電気事業連合会のホームページ Japan Power News「全国を結ぶ送電ネットワーク」
（http://www.fepc.or.jp/hatsuden/network.html）
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2000年に深刻な電力不足と計画停電を経

験することになったアメリカ・カリフォルニ

ア州における電力自由化失敗の教訓について

は，既にいくつかの論稿が発表されている。

その最大の教訓が，需要と供給の価格弾力性

が小さく，貯蔵もできないという電気財の性

質を無視ないし軽視したことにある，との指

摘が興味深い 。問題の本質は，こうした性

質を有する電気財を自由化された市場機能に

よって好ましい形で供給することが可能なの

か，という点にある。

ここでは，送電線設備の隘路問題と送電

ネットワークの管理問題に即して考察してお

こう。それは，とりもなおさず，電気財を消

費者の手もとまで届ける送電・配電ルートと

その設備群を自然独占性あるものとして規定

する根本問題について考えることである。こ

うした設備はその所有主体が誰であれ，消費

者全体が共同で使用するものであり，各消費

者は電気料金を負担することによって，応分

の設備使用料を支払っていることになる。自

由化によって参入する電気事業者が既存電気

事業者の所有する送電線設備を借りるという

形式を採ることから「託送料金」という概念

が生ずることになるが，これも最終的には消

費者が負担することになるので，消費者の共

同利用という枠組みは変わらない。この視角

から，発電・送電の構造分離に理論的基礎を

与えたとされるエッセンシャル・ファシリ

ティ論（不可欠施設論）について考えてみる

と，次のような点が見えてくる。

線路・導線・導管等のネットワーク設備を

運営するに当たって，利用者に対して非差別

的に利用が認められるか否か（オープン・ア

クセス化），認められる場合，こうした設備

はコモン・キャリアとなるのか，という問題

に対してひとつの法理論的な根拠を与えるの

がエッセンシャル・ファシリティ論（不可欠

施設論）である 。この議論は，私有設備で

ある送電線等が他者に対して提供されなけれ

ばならないと判断される際の説明原理を求め

る議論であることは明瞭であるが，その根本

には，「資本の私有原理」と送電線が消費者

による「共同利用設備」であるという矛盾関

係の存在があるのである。送電設備を利用す

るのが一般消費者のみに特定される場合は公

益性あるいは公共財的性質によって説明が可

能と思われるが，利用者が大口の自家発所有

者や競争電力事業者の場合は資本の私有原理

と真っ向からぶつかることになる。そして，

後者について託送（料金）によって処理する

というのがこれまでの処理方法である。しか

し，この問題は，この種の共同設備を資本の

私有原理に基づいて運営する限り，永遠に続

く性格の問題であることを自覚すべきである。

送電線管理の中立性を担保するために独立

系統運用組織を設立しなければならないとい

う要請も基本的には同じ理由から発生するの

である。

18)丸山真弘「ネットワークへの第三者アクセスに

伴う法的問題の検討― いわゆるエッセンシャ

ル・ファシリティの法理を中心に― 」『公益事

業 研 究』第 49巻 第 １ 号，1997年 10月。同

「ネットワークへの第三者アクセスに対する事業

法からの規制の整理― アメリカの事例を中心と

して― 」『公益事業研究』第50巻第１号，1998

年10月。岸井大太郎「電力改革と独占禁止法

― 託送と不可欠施設（エッセンシャル・ファシ

リティ）の法理― 」『公益事業研究』第52巻第

２号，2000年12月。藤原淳一郎「欧州における

エッセンシャル・ファシリティ論の継受(1)，

(2)」慶応大学『法学研究』第74巻第２，３号，

平成13年２，３月参照。

17)藤原淳一郎「法・制度面からカリフォルニア電

力危機に学ぶ＝組織を分離すれば後戻りできない，

慎重かつ安全弁備えた制度設計を」『月刊エネル

ギー』2001年３月および木船久雄「海外事例か

ら見た電力規制緩和〝失敗の教訓"」『エネルギー

フォーラム』2002年３月号参照。
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「米国における電力自由化の経験から学べ

ることは，コア需要家を重視する必要性と市

場メカニズム万能主義からの決別である。十

分に有効な競争が機能しない限り，引き続き

元の電力会社から電力の供給を受けるコア需

要家に対しての安定的な供給は必要であり，

そのためには，十分な供給力が確保されなく

てはならない。市場メカニズムのみで電源や

送電設備の拡張を行いうるとの考えは間違い

である。市場メカニズムの有効性を完全に否

定するわけではないが，同時に計画も重視さ

れるべきである。電力は貯蔵ができず，また，

設備建設のリードタイムが長いなどの特徴を

有している。また，国民生活や産業活動に

とっての不可欠な財である。自由化制度の構

築に際しては，このような電力の財の特殊性

を十分に考慮する必要がある」 ，という主

張が，現時点におけるカリフォルニア州にお

ける電力自由化失敗についての評価として妥

当なところであろう。また，矢島氏がプール

システムであれ，相対システムであれ，自由

化モデルが成功するためには堅固で効率的な

送電ネットの構築が不可欠であり，そのため

には送電線の混雑管理や系統運用者へ新たな

送電線建設へのインセンティヴが決定的に重

要であると指摘しているのは，上記のような

基本問題から当然導き出される結論である 。

また，カリフォルニア州に続いて，2003

年８月には，アメリカ北東部においても深刻

な停電事故が発生している。すなわち，2003

年８月14日14時ごろに始まった送電線障害

に端を発するとみられるアメリカ東部におけ

る大停電事故は，16日までにはほぼ回復し

たものの，同地域に住むおよそ５千万人に影

響を与え，産業，生活上の被害は計り知れな

いものとなった。原因は，この地域における

送電線設備の脆弱性にあったとみる見解が有

力であるが，今なお定かとなっていない。事

故発生当初，アメリカ，カナダ両国の側から

お互いに相手側に原因があったとする「非難

合戦」が行われ，罪のなすりあい的様相が見

られたが，その後，８月20日に両国メン

バーによる「合同調査団」が正式に発足し，

原因究明に本格的に動き出すこととなった。

この事故をきっかけにして，当然のごとく

「電力自由化」の見直し論が勢いづくことに

なる。自由化によって設備投資が遅れたこと

が原因であると自由化反対派が主張すれば，

自由化推進派は，競争が本格化すれば設備投

資は進む，と反論する。自由化による競争が

不十分だから設備投資が進まない，という論

法は自由化によるマイナス効果が現れたとき，

その原因は自由化の遅れにある，と主張する

自由化論者の常套手段である。しかしながら，

問題の本質は，なぜ電力設備，とりわけ送電

設備の建設が自由化によって促進されないの

か，それは電気事業のもつ産業特性と関わり

が無いのかどうか，そうしたこれまでの事実

関係の解明にあるのであって，自由化が進め

ば投資拡大がなされるであろう，という将来

の理論的可能性の解明ではないのである。

こうした点については，既に，「発電や送

電の設備を十分に確保することが，信頼度を

維持していく上での，また競争を有効に機能

させるための必要条件であること，市場メカ

ニズムに委ねるだけでは十分な設備形成は図

られないこと，また，設備形成を図っていく

ためには計画的要素を取り入れるべき」であ

ると指摘されている。もっとも，これを具体

的にどのように行うか，「計画・規制と価格

メカニズムをどのように組み合わせるべき

か」については，研究者レベルでも十分解明

されていないとも指摘されており課題として

19)矢島正之，ロバート・グラニア「大幅に後退す

る米国電力自由化事情」『エネルギーフォーラム』

2003年６月号参照。

20)矢島正之「電力自由化モデルの諸類型とその評

価」，公益事業学会第53回大会報告，2003年６

月参照。
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われわれに課せられているといえる 。

以上の筆者の主張は，さしあたっては，電

力自由化との関連において，「送電線は誰の

ものか」「それは，いかに管理運営されるべ

きか」という問いに答えようとしたもので

あって，福島第一原発事故後のわが国の電力

供給体制のことを意識していたわけではもち

ろんない。しかしながら，この事故の有無に

かかわらず，筆者の議論はその基本的理解と

して依然として有効であると考えている。

法律論的にいえば，送電線が電力会社の所

有物であることは明瞭であり，議論の余地は

ない。にもかかわらず，「送電線は誰のもの

か」という問いを発すること自体に，筆者の

意図は既に示されている。法形式的には，送

電線は電力会社のものではあるが，しかし，

それは同時に消費者にとっての共同利用設備

であって，消費者は電気料金の支払いを通じ

て，その応分の負担をしているのである。税

の負担者が同時に設備の共同利用者である一

般道路の場合，道路の所有者が国家または自

治体であることを特段意識することはない。

しかし，電気の場合は，共同利用という形式

は同じであるにもかかわらず，その設備が電

力会社という私的会社の所有物とされている

ため，問題が複雑となる。その複雑さが，先

にみたような，いわゆる「エッセンシャル・

ファシリティ（不可欠施設）論」というよう

な，回りくどい法理論を必要とするようにな

るのである。逆にいうと，電力会社が国有や

公有であれば，この種の理論立ては基本的に

不要となる。アメリカにおける「公益事業概

念」の成立過程，あるいは不可欠施設論に根

拠を与えることになったオッターテイル事

件※のケースをみると，以上述べた事情が理

解されよう 。

※オッターテイル電力事件 民間電力会社で

あるオッターテイル電力から供給を受けてい

た自治体が，連邦営等の卸電気事業から電力

供給を受けて自前の電気事業を始める際，

オッターテイル電力の送電線を使用できるか

どうかをめぐって争われた裁判。

いずれにしても，電力自由化が政策の基本

方向と考えられている限りは，今後のわが国

の電力システムと供給制度を構築する上で核

心的論点となるのが送電線整備のあり方とそ

の管理組織の問題である。従来のように，電

力会社が発電・送電・配電を垂直統合し，一

括して自社管内を管理している場合は，各電

力会社の供給区域をまたぐような管理組織は

とりあえず必要がない。このような供給区域

をまたぐ管理組織が必要とされるにいたった

理由は，電気事業における発電・送電・配電

といったトータルなシステムから送電部門を

「構造的」に分離するという考え方に出発点

がある。逆にいうと，そのような分離は必要

が無いという考え方にたてば，この問題自体

が存在しないのである。もっとも，筆者がこ

のようにいうからといって，垂直統合企業同

士の電力融通を筆者が否定しているわけでは

ないのは既に述べたとおりである。一定の範

囲で完結したネットワークを越えた電力融通

は従来から行われていたし，今後もその意義

が低下することは無いであろう。実際，「電

力系統利用協議会」設立以前から，わが国の

地帯間融通を円滑に行うために，全国を東，

21)「朝日新聞」2003年８月19日，「朝日新聞」

2003年８月21日）

矢島正之「電力自由化が設備形成に及ぼす影

響」『エネルギーフォーラム』2003年10月号参

照。

22)小坂，前掲書，第５章および浅賀幸平「アメリ

カ電気事業と反トラスト問題― オッターテイル

電力事件を例に― 」『公益事業研究』第26巻第

１号，1974年参照。
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中，西という３地域に分け，それぞれの地域

に給電連絡指令所を置き，合理的な融通運用

を目指すとともに，これらを統括する形で中

央給電連絡指令所を置いて広域的な観点から

の調整を行ってきた 。もちろん，一定の

ネットワーク内での需給調整を前提とした

ネットワーク間電力融通の問題とネットワー

ク境界をはずした形の電力取引問題の間には

なお深く検討されるべき問題が残されている

ように思われる。その最大の問題は，50，60

ヘルツ変換に伴う両地域間の変換容量の大き

さにあるということは多くの識者が指摘して

いる通りである 。

ここから，将来的な電力系統として筆者が

想定しているのは，50ヘルツ地域と60ヘル

ツ地域がそれぞれ一つに統合され（全国２社

体制），その上で両社の融通体制を充実させ

ること（周波数変換所の拡充）である。周波

数統一に時間と資金をかけるよりは，既存設

備を前提として系統ネットワークを拡充する

ことの方がよほど経済的である，と考えるか

らである。また，この問題と並んで，わが国

において，今もっとも強化しなければならな

い課題は，エネルギーの多段階利用に基礎を

置くコジェネ・システムや自然エネルギー等

の利用に基礎を置く，分散型電源システムを

上記の系統システムに接合する筋道をつける

ことである，と考えている。この点について

は，後ほど改めて触れることにして，ここで

は，一般に提起されている形での「中立管理

組織」の立論に沿う形で，送電線問題につい

ての筆者の考え方を述べておこう。

アメリカやわが国のように，電気事業が公

益民間企業による発電・送電・配電一貫事業

として展開されるのが一般的な場合，その送

電線が当該企業によって所有・管理されるの

は形式上は当然である。そして，その送電設

備は他の電力設備とともに，当該地域独占区

域内の消費者にとっての共同利用設備となっ

ている。この消費者のうち，ある者が既存電

ページ参照）。この巨大な電源が九電力の電源と

密接な関連をもって運用されていることになる。

同社の性格として，もう一つ確認しておく必要が

あるのは，元来「国策会社」として設立された経

緯から明らかなように，同社は，ある意味「日本

発送電㈱」の直系ともいうべき存在であり，民間

公益事業会社として出発した九電力に対して，

「国家公益」的側面から牽制する位置にあったと

いうことができる（川村泰治「電力問題― その

技術と経済」日本科学者会議編『現代人の科学

第２巻 エネルギーの技術と経済』大月書店，

1975年所収参照）。したがって，国家的規制を充

実させるという観点からすれば，同社は戦略的位

置を占めているといえる。2003年，同社を民営

化することになったのは，民営化論的自由化推進

論からすれば当然の結論であったのかもしれない

が，送電線開放を基軸とする構造分離論からすれ

ば，得策であったとは思えない。なぜなら，開放

された送電線を管理する立場からみて，自前ある

いは自由になる電源をもつことが格段に需給調整

力を上げることになるからであり，電源開発㈱の

電源はその際の切り札的な存在になり得るからで

ある。

23)電気事業講座編集委員会編『電気事業講座７

電力系統』第４章参照。

24)各電力会社は，一義的には，自社管内の供給管

理をもっぱら行っているのであり，隣接電力会社

等への融通が時として必要となるだけである。

もっとも，今日では臨時融通だけではなく，常時

融通も重要な役割を果たしつつある。2000年の

有珠山噴火に際しては，北電が東北電力や東京電

力から融通を受けたし，今回の東日本大震災後は

北電が両社に融通している（同上書ならびに小坂，

前掲書，第２章参照）。本稿では，議論の混乱を

避けるために，卸電気事業者の「電源開発㈱」の

位置づけについては触れなかった。同社は，戦後

の九電力体制が形成されるに際して，各社の有す

る電源設備のアンバランスを調整するという意図

の下に設置されたものであり，各電力会社にとっ

ての共通電源ともいうべき存在である。現在，そ

の発電設備は，59ヶ所の水力発電所（計約856万

kW），７ヶ所の火力発電所（計 841万 ５ 千

kW），合計約1,699万 kW に達する（電気事業

連合会統計委員会編，経済産業省資源エネルギー

庁電力・ガス事業部監修『電気事業便覧（平成

22年版）』オーム社，平成22年10月，16～17
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気事業者以外の発電事業者から電気を購入し

ようとすることから問題が発生する。すなわ

ち，購入にあたって新たな送電線を建設する

か，それとも既存電気事業者の送電線を借り

るかという選択問題が生じるからである。い

わゆる「エッセンシャル・ファシィリティ

（不可欠施設）」論は，この際に既存電気事業

者の送電線を利用させるための論拠を求める

立論であった。また，この立論は，同時に地

域独占の制限ないし廃絶の議論ともなり，自

由化論と裏腹の関係にあることが理解される

であろう。したがって，公益事業を独占禁止

法上の適用除外としてきた従来の取り扱いが

検討されることになるのは必然的である。

その意味では，この問題は公益事業ないし

公益企業概念の根本問題であるのだが，そこ

まで掘り下げた議論が必ずしも多くはないの

は残念である。「マン対イリノイ事件」に端

を発するといわれるアメリカの公益事業概念

の成立過程を想い起こせば明らかなように，

消費者にとっての社会インフラともいうべき

共同利用設備を私企業による「私的独占」支

配から州ないし連邦政府の監督下にある「公

益独占」支配へと組み替えた結果として生ま

れたのが公益事業であり，公益企業であると

筆者は考えている。この対比で言えば，現在

進められている自由化は，この「公益独占」

を再び「私的独占」へと転化させ，その所有

する設備を新規参入企業に開放する道を歩ん

でいる，と指摘できる。元来，「消費者に

とっての不可欠施設」という意味であったの

が，「新規参入企業にとってのそれ」へと転

化してしまっているのである。送電線管理に

おける独立系統運用者が既存事業者と新規参

入事業者双方から「中立」であるとの理解が

それを証明している。重要なのは，送電線に

限らず，電気事業にとってのシステムおよび

制度総体が，長年の公益独占体制の下で，既

に地域独占区域内の全消費者にとっての共同

利用設備となってきたということであり，そ

のような地域共同を構成するメンバーにとっ

て「中立」でなければならないことである。

現代社会，とりわけ，もっとも具体的な地域

共同社会の構成員たる消費者のことを忘れ，

供給者たる企業同士だけで「中立」を云々す

ることからして，既に「公益」から逸れ始め

たことを示しているといえよう。筆者が，公

益事業の本質的なあり方として，縄田栄次郎

氏の所説に注目し，「公益産業を生活基盤と

する近代的都市生活を，単なる消費者と生産

者の利害相克の場としてではなく，固定的導

体（電線，ガス管，水道管，鉄道など）を媒

体とする生産者と消費者の直接的地域社会」

あるいは「封鎖的地域社会」という概念に賛

同したのは，公益事業についての本質理解の

上でだけではなく，まさにこの概念把握が現

代公益事業の核心をもついていると考えたか

らに他ならない 。

ともあれ，既に各国における電力市場の自

由化の進展に伴って，送電線のオープン・ア

クセス化を実現する手だてとして，送電線の

中立的系統運用のため「独立系統運用者」

ISO（Independent System Operator）が設

立されるケースが目立っている。このような

機関の設立は，私有財産権の制限の下に，設

備の共同利用者による「共同管理機関」の確

立という意味で捉えれば，新たな市民的公共

性につながる試みということになる。しかし，

これを私的会社による独占的管理機関（トラ

スト委員会のような）の設立とみなせば，私

的電気事業独占の再構築ということになり，

もっぱら「私的」利害に基づく組織機関とい

う意味では，「公共」にはつながりにくい。

また，逆に，こうした機関に，国家・政府の

干渉・規制機関としての性格を持たせれば，

それは，かつての「公的機関」に近づくこと

になる。

したがって，ISOがいかなる組織として

25)小坂，前掲書，第５章参照。
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形成されるか，独立した私的会社組織なのか，

それとも，こうした会社の共同委員会なのか，

はたまた会社以外の法人団体なのかといった

組織上の問題が重要である。また，この組織

がどのような機能を担うのか，送電管理組織

の役割が，単なる「交通整理」ではなく，発

電命令や停止命令，あるいは送電線建設を含

むとしたら，その権限と資金はいかにするの

か，といった問題がある。この最後の問題が，

電力自由化におけるネックになっているとの

認識が一般的になりつつある。本稿の問題設

定に即して言えば，この組織を「国家」「公」

的権力から自立したものとして形成するか，

それとも，国家的公共団体による公的規制機

関として形成するか，という問題がある。筆

者のみるところ，ISOが最終的に私的領域

における社会インフラの共同管理組織の問題

として課題設定され，そして，国家等による

公的規制がその補完的機能を果たすという姿

がハーバーマス的な「市民的公共性」に最も

整合的であるように思われる 。

以上，送電線開放問題について，電気事業

の歴史，とりわけ合衆国における「公益事

業」成立過程をも振り返る形で整理してきた。

この整理から，筆者として次の点だけは確認

しておきたい。

まず，第１に，電気事業の特質として，そ

の供給設備である発電・送電・配電設備が一

貫したネットワークとして存在していること。

そして，その生産物たる電気財は瞬時にこの

ネットワークを流れるということである。し

たがって，発電・送電・配電設備はそれぞれ

単独では存在し得ないものであることを理解

すべきである。

第２に，このことを前提とすると，いわゆ

る発電・送電・配電分離というのは，本来分

離し得ないこの３種の設備を形式的に分けて

考えるという手続き，架空世界の問題である。

形式的分離のレベルは，基本的には所有権分

離，会社分離，機能分離，会計分離という形

で考えられるが，どのレベルで考えるにしろ，

３種の設備がネットワークとして接合してい

る本質を変えることは出来ないのである。

第３に，したがって，「送電線開放」論で

留意しなければならないのは，送電線だけを

単独で管理運営することは出来ないのであっ

て，そこには，必然的に発電をどうするか，

また配電および需要をどうするかという，電

力系統をトータルとして考えなければならな

いという本質問題があるということである 。

これらのことを勘案するならば，「送電線

開放問題」は，送電線のみをどのように所

有・管理するかという問題には止まらず，最

終的には電気事業総体をいかに構築するかと

いう問題としてのみ解決が可能だと筆者には

思われるのである。少なくとも，発電・送

電・配電の一体的管理を伴わない解決策が成

果を上げることは難しいことだけは確かであ

る。諸外国における電力自由化と構造分離の

試みが，既に見直しの局面に入っていること，

そして見直しの契機となっているのが，電気

財の特質とその生産・流通設備，すなわち発

27)筆者も含め，電気技術の専門家でない者にとっ

て電力システムの本質を正しく理解することは難

しいことではある。原子力技術もそうであるが，

その道の専門家が一般の国民にも理解可能なよう

に説明することが求められている。この種の文献

として，送電線問題については，さしあたり，飯

島昭彦『電力系統（ライフライン）崩壊― 自由

化への警鐘』エネルギーフォーラム，2001年を

挙げておく。同書は，電力系統システム（発電・

送電・配電の一貫システム）の特質を分かり易く

説明することを目的とした書であり，自由化に

よって利益目的の安易な発電事業者が増えること

が系統を混乱させることに警告を発している。

もっとも，他方では，風力発電事業についても系

統不安定要因をもたらすものとして批判的である。26)同上。
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電・送電・配電設備の一体性と管理の統一性

という本質が再確認されつつある点にあると

すると，電力自由化という理論先行型政策の

実施に当たって周回遅れであったわが国とす

れば，これを幸いに，今一度電気事業の原点

に立ち返り，しっかりと学習すべきであろ

う 。筆者が，発送電分離や構造分離に否定

的なのは，その考え方が電気という財の特質

とその供給設備のあり方に対して根本的な誤

解があると考えるからであり，これまで築き

上げてきた電気インフラと電気事業システム

を単純に解体することにつながることを恐れ

るからである。必要なのは，むしろ「統合」

である。しかも，自然エネルギーやコジェネ

レーションなど分散型電源システムを構成要

素として含む，新たな次元での「統合システ

ム」の実現である。その意味については，

「むすびにかえて」において，改めて確認す

ることにしよう。

３ 地域独占としての公益事業

― 地域独占は悪か―

ここでは，公益事業たる電気事業がなぜ地

域独占としての地位が従来与えられてきたか

という点について一言しておきたい。地域独

占が悪であるとの考えもあるが，いつでもこ

の考えが正しいとは限らない。生産供給され

る財やサービスによっては一定の範囲で構成

メンバーによる共同所有や共同管理が必要と

なるのであり，歴史的に多くの自治体によっ

て担われてきた上下水道事業などはその典型

であろう。この場合，事業は自治体による地

域独占の形をとることが一般的であり，これ

に異議を唱えるものはいない。局地的な発

電・配電事業を出発とした電気事業も同様で

ある。もちろん，民間会社が自治体から独占

的営業認可を受ける場合と自治体自らが営業

する場合の基本的に二つの姿があるが，本質

的な地域独占性は変わらない。つまり，電気

事業は生来地域独占であって，それ以外の姿

は原則として存在しない。あるのは，公的地

域独占か民間地域独占かという違いであり，

その供給区域が大きいか小さいかの違いであ

る。問題なのは，地域独占それ自体ではなく，

それが公益事業，すなわち「地域共同の導管

（導線）設備」とその供給サービスとしての

目的にかなった行動をしているかどうか，ま

た，その目的を達成するために，どのような

国民的規制と管理が実現されているかという

点にある。現在の電力会社の経営が消費者本

位のものになっておらず，反国民的行為に手

を染め続けていることは批判されるべきであ

る。しかし，こうした行為を批判することと，

彼らのもとで作り上げられてきた電力システ

ム（これ自体が国民的財産である）をこわす

ことはまったく別の問題である。

こうした観点から，改めて電気事業の独占

性について考察してみよう。

「電気」が，一般家庭における基礎的財で

あるということに加えて，産業全般にとって

の基本的生産条件になっていることはいうま

でもないことであり，そのような「必需財」

を供給するという意味での「公益事業」の代

表として電気事業が扱われてきたのは当然で

ある。一般電気事業者に課せられている「正

当な理由がなければ，その供給区域における

一般の需要に応ずる電気の供給を拒んではな

らない」という「供給義務」や「料金規制」

も基本的にはこの「必需性」に由来している。

この電気を含め，ガス，水道，電話，鉄道，

道路などは都市機能における「ライフライ

ン」とも呼ばれ，都市住民にとっては，文字

通り「生命線」となっているインフラである。

このような「ライフライン」に相当するサー

ビス供給は，一般的には公共サービスとして

28)矢島正之「電力市場の自由化」藤原淳一郎・矢

島正之監修『市場自由化と公益事業― 市場自由

化を水平的に比較する― 』白桃書房，2007年

11月所収，第 部第１章参照。
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自治体や国などの公的機関によって行われる

ケースが多い。仮に民間事業者によって行わ

れる場合でも，それは本質的には公共サービ

スの受託に基づくものと考えられる。需要家

サイドからみた場合，こうしたサービスは極

めて均質的であり，供給サイドの所有主体が

どうあれ，基本的には同種のサービスを受け

ているといってよい。「ライフライン」によ

るサービス供給については，供給主体の問題

は，いわば二次的な問題であって，安価かつ

安定的に供給されるシステムであれば，どの

ような供給主体でも差し支えないものである。

しかしながら，歴史の教えるところによれば，

「ライフライン」を自治体などの公的機関の

要件としてきたのが基本的流れであり，民間

事業者がこれを行う場合には，自治体などの

公的機関との認可契約によって，「供給義務」

や「料金規制」を伴う「規制事業」として展

開されてきたのが実態である。こうした「実

態」が形成されてきた背景には，電気の「必

需性」に基づく社会的規制が広く受け入れら

れてきたという事情があったことは何度強調

してもしすぎることはない。

しかしながら，電気事業を扱っているこれ

までの文献の多くは，電気事業における規制

根拠として真っ先に「自然独占性」を挙げて

いる。もちろん，その場合でも，電気の「必

需性」や「安全性」など「社会的規制」につ

ながる要素について言及されないことはあり

えないが，「自然独占」の理論展開にとって

これらの要素は本質的な意味を持っていない。

たとえば，「自然独占性というのは，ある産

業の市場需要に見合った供給量の生産を考え

たとき，その技術的特性から，ただ１企業の

みによって生産されるほうが複数の企業によ

る場合よりも費用が安くなるという性質を指

す。したがって，もしこの条件が成立してい

る産業では，１企業のみに生産・供給を委ね

たほうが費用が安くなり，経済効率性の観点

から望ましいということになる。しかし他方，

市場の供給サイドを１私企業に任せれば，価

格支配などの独占の弊害が発生するので，こ

れを防ぐために公的機関による料金規制など

が参入規制と同時に必要とされる。これが，

自然独占性を根拠とする公益事業規制の基本

的考え方である」 ，といわれるとき，「社会

的規制」につながる要素が介在する余地は何

もないことが理解されるのである。

こうした「自然独占」理論をベースにして，

電気事業は，巨大なネットワークシステムを

通じて供給することによって規模の経済の利

益を享受でき，またこのシステム投資の埋没

性が大きいことから，一定の地域における競

争を排除し，特定企業による独占的供給を促

すのが合理的であり，また法的にはこの分野

を独占禁止法の適用除外とすることによって，

その独占性を容認してきたことになる。この

論理にしたがうと，既に述べた「供給義務」

や「料金規制」は，電気事業者の独占的地位

を認めることによって生じる電気事業者の優

位性を消費者に対して不当なレベルまで高め

ないための防波堤の役割を果たすものと考え

られており，いわば「負の見返り」としての

規制という性格が与えられていることになる。

電気事業を含めた「公益事業」に対する規制

根拠がもっぱら「自然独占性」に求められて

いる限り，「公益事業規制」が消極的なこの

「負の見返り」論によって説明されざるをえ

ないのは当然であるし，何よりも問題なのは，

自然独占性がそもそも電気事業に存在するの

かという大元に疑問が生じている状況下では，

これまでの規制根拠が足下から崩れざるをえ

ない点である。電気事業に対する「経済学的

アプローチ」がこの問題に集中し，これまで

のところ発電部門において規模の経済性ある

いは自然独占性が失われており，少なくとも

この部門における規制根拠は希薄化してい

29)植草 益編『講座・公的規制と産業①電力』

NTT出版，1994年，65ページ。
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る と結論することが目立つのは，以上の

ような事情から理解される。こうした発電部

門における規模の経済性喪失問題と並んで，

大規模発電所とりわけ原子力発電所が需要地

からますます遠隔化することに伴う送電効率

の低下が全体としての電気事業の経済性を低

下させているとの指摘が自由化論者によって

しばしば行なわれているが，この指摘は原子

力発電が安全性のみならず，経済性の点でも

問題を含んでいることを傍証していることに

なるのであって，今後の電源政策に対しても

重大な問題を投げかけていることになる。少

なくとも，原子力による大規模電源開発を経

済効率の面から積極的に推進していく合理的

理由はないことになろう。

いずれにしろ，経済的合理性を柱とする自

然独占性という原理が崩れているとすれば，

それによって合理化されてきた電気事業の

「地域独占」もその足下から崩壊せざるを得

ないのは自明なことである。その意味で，電

気事業者サイドの関係者やこの原理を拠り所

として議論を組み立ててきた論者の多くが，

自由化論者の攻勢の前に一方的に守勢に回っ

てきたのは当然である。この分野における最

近の議論は，発電分野における自然独占性が

失われているのに対し，送配電分野において

は依然として自然独占性が顕著にみられると

いうものに大勢として流れているように見受

けられる。しかしながら，依拠するデータや

数式によって結論が多少ずれるというのであ

ればまだしも，正反対の結論が導かれるとし

たら，検討の手法から再考すべきであると思

われる。事実は一つなのである。電気事業は

これまで「地域独占」によって経営されてき

たのであって，理論によってあれこれ理由付

けできるかどうかに関わりなく，独占的経営

なのであった。繰り返しになるが，これは事

実の問題であって，理論の問題ではない。

「地域独占」という事実を「自然独占」とい

う理論で説明できたと考えてきたから，「地

域独占」という事実を否定するために「自然

独占」という理論を放棄しなくてはならない

という論法に陥っているだけなのである。

電気事業の「地域独占」とは，かくもたや

すく崩れ去るような根拠薄弱な制度・システ

ムであったのか，今一度原点にもどって考え

てみることにしよう。

電気事業に対する公的規制の根拠，あるい

はその「独占性」とりわけ「地域独占」の根

拠はどこにあるのであろうか。電気事業の形

成過程に立ち返りながら考えてみることにす

る。電気事業の初期，1910年代位までの時

期，電灯はまだガス灯などとの競争サービス

であり，むしろ奢侈品とさえいえる段階に

あった。動力としての電力としても，この時

期以降に本格的な展開が始まっていく。とこ

ろが，電気事業はこのような段階に至る前に

既に基本的には「地域独占」としての地位を

有していた。電気事業がその初発において

「地域独占」でなければならなかったのは，

電気商品の生産・供給システム自体がそれを

要求していたからである。すなわち，電気商

品を一般需要家に供給しようとする事業家は

送電・配電システムを基本的には公道上

（下）の設備として設置せざるをえず，その

公道使用権を獲得するために，その公道管理

者たる自治体と交渉することが必要となって

くる。したがってまた，公道を利用しての配

電の範囲は自治体の行政範囲と無関係には行

えないことになる。逆に特定の自治体に居住

する，あるいは生産拠点を置く各需要家は任

意の電気事業者を選択することができず，あ

くまでも当該自治体が交渉・契約した事業者

から供給を受けざるをえない仕組みができあ

がるのである。このような電気事業には民間

事業者ばかりでなく，自治体自身が従事する

ケースも多いが，いずれにしろ自治体の行政

範囲と供給範囲は密接不可分の関係にあるこ30)小坂，前掲書，第４章参照。
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とは明瞭である。

このことが電気事業における「地域独占」

生成の基本的理由である。それ故，また「地

域独占」は規模の経済を追求することや投資

の埋没性を考慮するという経済的合理性を追

い求めた結果の産物でもない。電気供給を行

おうとする自治体の行政範囲が広く，また需

要家が極めて多い場合，当該自治体が契約す

る事業者だけでは供給を賄いきれず，他の事

業者がそれをカバーするケースが出てくる。

そして，それぞれの事業家が設備増強するこ

とによって，与えられた範囲を越えるような

供給力を保持したとき，いわゆる「破滅的競

争」状態となり，平和的か暴力的か，いずれ

にしろ「地域寡占」から「地域独占」へと移

行していくのである。このようなケースは，

本来地域独占によって行われるべき電気供給

が，供給力と供給範囲のギャップによって複

数の供給者を必要とするという条件の下で過

渡的に生じたケースと理解されよう。さらに，

このような「地域独占」契約を多数の自治体

と締結することによって次第により広範囲の

供給地域を支配する事業者が誕生し，そうし

た事業者は，単独の，それも小規模の自治体

のみを対象とした事業者に比べれば，明らか

に規模の経済の利益を享受しやすいことにな

るが，それは，より広域の「地域独占」であ

るが故に大規模発電所が求められ，そのこと

によって一層の発電コストの低廉化と設備利

用率の向上が達成されるということである。

もちろん，そのことは地域独占を保証された

事業者が経済効率を追求する中で大規模発電

所を建設し，その発電所の供給力と既定の供

給範囲が矛盾することになり，より広範囲の

供給範囲，したがってより広域の「地域独

占」を求めていくということと矛盾すること

ではない。いずれにしろ，電気事業は，その

規模の大小に関わりなく「地域独占」なので

あって，電気事業の独占性を規模の経済ある

いは自然独占性といった点から理論的に導い

てくるという関係にはないということに留意

が必要である 。

本稿では，送電線開放問題にしぼって議論

したため，発電および配電問題については特

段の言及をしなかった。既にみたように，わ

が国の電気事業は発電・送電・配電を一貫的

に行う垂直統合型事業となっているが，諸外

国の電気事業は，それぞれの歴史的背景も

あって，わが国とは当然異なる形で運営され

ている。したがって，「自由化」といっても，

実際は同じ土俵で議論できないことも多いの

であるが，「自由化」推進論者は，しばしば，

アメリカ（かつてはカリフォルニア州など）

やイギリスの例を持ち出して，同じような手

法をわが国でも実施しようと模索してきた。

しかし，たとえば，アメリカの場合，わが国

と同様の経営形態をもつ電気事業者もあるが，

局地的な配電事業を営む自治体電気事業者や

協同組合営電気事業者が多数存在し，重要な

役割を果たしており，一律に論じることはで

きない。また，イギリス（イングランド，

ウェールズ）の場合は，従来の国有一貫事業

であった電力事業を1990年に分割民営化し，

発電２社と原子力発電会社１社，送電１社

（ナショナル・グリッド社），そして12の地

域配電会社へと再編成したことが自由化の出

発点である。いずれにしろ，制度も歴史も異

なる国の電気事業の事柄であるので，「自由

化」の意味と創設されたシステム自体，わが

国の場合と全く異なっていることに留意が必

要である 。たとえば，筆者もアメリカの電

気事業，とりわけ公営電気事業ついて次のよ

うに紹介している。

アメリカにおける公営電気事業者数は，

31)小坂，前掲書，第３章参照。

32)電気事業講座編集委員会編『電気事業講座15

海外の電気事業』エネルギーフォーラム，平成

19年10月第３章参照。
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1923年の3,083をピークとし，その後，持

ち株会社による吸収合併が進んだことから，

急速に減少した。1996年現在で，公営電気

事業者は，およそ1800あまりとなっており，

その他協同組合営の事業者が約900存在する。

……各自治体の電気事業に対する興味は，財

政負担が比較的軽い配電事業への傾斜となっ

て現れたのであるが，必要とされる電源は，

連邦政府機関による急速な電源開発に依拠す

ることができた。

アメリカ中西部地域は，かつてのグレン

ジャー運動※の中心であり，二大政党に向こ

うを張って農民を中心として結成された人民

党の基盤地域であった。このような風土を背

景として，この地域では，今世紀初頭から，

安価な肥料と安価な電力を望む空気が強かっ

た。この結果，この地域は，アメリカの中で

は公営電力系統の比重の高いところとなって

いたが，その遠因は，TVAや農村電化法な

どの成立以降，従来私営電力会社が手をこま

ねいていた大規模な水力の開発と農村地域で

の電化が急速に進められてきた点にある。従

来，私営電力会社を中心として進められてき

たアメリカの電気事業がこのような公的な電

力開発と公営電力の展開という新たな要素が

成長するに伴って，電気事業における「公」

と「私」の対立協調の時代が出現していた。

オッターテイル電力事件の背景にかかる事態

が存在していたことに留意すべきことを浅賀

氏も指摘している 。

※グレンジャー運動 鉄道資本，製粉業者，

倉庫業者などに対する農民の利益擁護のため

の組織と運動をさす。1870年代から90年代

まで続く。

自治体電気事業者（配電事業が主）が大き

な役割を果たしてきた点は，ドイツの場合も

同様である。このような事情を考えると，電

気事業を発電の側，したがって，供給の側か

らだけではなく，需要の側，とりわけ最終消

費に近い部分からも考えることが必要なので

ある。少なくとも，電気を含めたエネルギー

を生活と営業において，どれだけの量を，ど

のように消費するかということを出発点にし

て，そのために必要なエネルギーをどのよう

に生み出すかという発想が求められていると

いえよう。わが国のこれからの配電事業をど

のように構築するかという問題は，地域に

とって必要なエネルギーと電気の生産・消費

の体系を構築するための一環をなしているの

であり，それこそが「地産地消」を目指す

ローカルエネルギーを考える際の視点であろ

う。その意味で，風力発電事業が電力会社へ

の売電を軸に設置立案されることが多いこと

について，筆者は一抹の不安を覚える。もち

ろん，風力発電事業などが投資行為としても

成り立つことによって，普及が促進されると

いう諸外国の例があり，わが国もそうした制

度の導入によって普及にはずみをつけるとい

う考え方は理解できる。しかし，その場合で

も，比較的規模の大きい大手風力発電企業と

小規模な市民風力発電企業や組合風力発電企

業の目指す方向は同じではないはずである。

制度的制約をクリアすることが必要ではある

が，後者は発電した電気を自ら消費すること，

そして，なお余剰があれば，それを売電する

というスタイルを基本とすべきではないか。

つまり，地域で発電し，地域で消費すること

（配電事業）が，地域ローカルエネルギーシ

ステムの原点であると筆者は考える。鹿児島

県屋久町にみられるように，協同組合が電気

事業を行い，地域住民に電気を供給している

例が現に存在するし，特定供給制度，さらに

は特定電気事業制度など，「自由化」によっ

て新しい可能性がとりあえずは付与されたと

33)矢島正之編『世界の電力ビッグバン― 世界の

電力経営を展望する― 』東洋経済，1999年12

月，109ページおよび小坂，前掲書，第５章参照。
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いえる電気供給のあり方は，こうした道を，

少なくとも形式的には開いているのである。

屋久町の場合，屋久島の豊富な年間雨量と急

峻な河川，そしてそれを利用する屋久島電工

という企業の水力発電設備の存在等，恵まれ

た条件は確かに存在するが，同時に離島にお

ける電気事業が本土から自立した形で展開せ

ざるを得ないという経過を屋久島もたどって

いたということは確認出来よう 。

繰り返しになるが，発電した電気は，まず

その地域で消費する道を一義的に考えるべき

である。その後，なお余剰がある場合に，電

力会社の系統につなぎ，売電することはあり

得ようが，系統接続は，むしろ当該地域の電

力が不足した場合に系統からの電力供給を受

けるルートとして確保する意味で考える方が

現実的である。風力などの自前の電源を有し

ながら，配電を主たる目的とした各地域の電

気事業者がまず考える必要があるのは，当該

地域における需給の調整，すなわち需要に見

合う供給力（自前電源と系統電源）の確保と

いうことである。これを，系統の側からみれ

ば，このような地域配電事業者を含む需要総

体と系統の有する供給力の調整を行うという

ことである。これらをまとめると，地域の分

散電気事業と系統ネットワーク電気事業との

連系ということになる。重要なことは，地域

のエネルギー資源を基礎にした地域電気事業

者，筆者の見通しでは自治体あるいは協同組

合的組織が現実的であると考えるが，こうし

た組織が地域の共同インフラとしての電気事

業の担い手となることである。いうまでもな

く，この組織は，その地域では「独占」組織

である。そしてまた，この組織が次々と隣接

する組織とネットワークを構成することにな

るのである。

確かに，19世紀末から１世紀以上をかけ

て構築されてきたわが国の電気事業とその

ネットワークシステムが，技術の発展と社会

的要請によって変化することは避けられない

であろう。ただ，その場合でも，維持されな

ければならないシステムと変換されなければ

ならないシステムは厳密に区別される必要が

ある。その意味では，原子力を含む巨大発電

所を消費地から遠く離れた地域に建設し，そ

こからの遠距離送電によって主要な電源を確

保するという手法は既に限界がみえている。

求められているのは，コジェネや自然エネル

ギーを中心とした多様な電源が需要地におい

て配置され，これらの分散型エネルギーが

ネットワークを構築することであり，同時に

従来の全国送電ネットワークがこれらと有機

的に結合するという姿である。

むすびにかえて

― 送電線問題のゆくえ―

本稿のこれまでの議論から確認すべき諸点

を整理し，また，現時点で中心的論点の一つ

となっている「送電線開放」問題を考える際

の筆者の基本的視点を述べることをもってむ

すびに代えたい。

第１に，１でみてきたように，他人や他地

域に対する依存関係の上に成り立っている社

会のあり方，とりわけ，非都市地域からの一

次産品，エネルギー，そして水の供給によっ

て，はじめて利便性の高い都市生活が享受で

きているという事実に，都市生活者は，改め

て想いをいたす必要があるという点である。

佐野眞一氏がいう「精神のがれき」という位

置に身を置く不名誉から都市生活者は脱却す

べきであろう。

そして，第２に，２でみてきた「送電線開

放」問題の議論の紹介から明らかなように，

電気財という特殊な財供給に当たって，送電

線を電力会社から分離すること，あるいは，

34)小坂，前掲書，序章および室田武『電力自由化

の経済学』宝島社，1993年，とくにプロローグ，

第１章，参照。
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発電・送電・配電を分離するということが何

を意味するかについて，慎重に検討する必要

があるのではないかという点である。それ故，

逆に，今こそ電力改革にとって何が一番必要

なのか，じっくり考えてみる態度が求められ

ている，といえよう。この点は，電力自由化

の議論と政策展開が始まったときからの筆者

の主張であったが，2005年の改革を最後に，

やや下火となっていた感がある電力自由化論，

とりわけ構造分離論が福島第一原発事故を

きっかけとして再燃してきたのはなんという

めぐり合わせであろうか。原子力発電が自由

化政策のネックとなるという考えは，2000

年代初めには当の電力会社も受け入れざるを

得なくなってきていた。それ故，原子力は自

由化と両立できないものであり，原子力を維

持することは自由化を断念することでもある。

橘川氏がいうように，「原子力ルネッサンス」

ゆえに「電力自由化」は失速したのである。

原子力をなお存続させようとすれば，これを

限りなく国家的管理のもとに置くしか道が残

されていないことを，福島第一原発事故の処

理過程，とりわけ東京電力に対する対応過程

が具体的に示している 。原子力発電の，い

わゆる「国策民営」路線の破綻である。そして，

原子力という「自由化にとっての重荷」が取

れそうな情勢の展開を受けて，「電力自由化」

政策が再び勢いづいているというのが，発送

電分離論復活の背景にあると読み取れよう。

したがって，第３に，われわれにとって，

重要なのは，この破綻した路線の修復の方向

である。本稿で主張した議論に沿うならば，

今後のわが国にとって必要なのは，廃炉と使

用済み核燃料の処分を中心とした「原子力発

電収拾」のための国家管理であって，「原子

力発電事業」の国家管理ではないという点で

ある。同時に，この過程は，戦後，半世紀以

上にわたって存続してきた九電力（沖縄電力

を含むと十電力）体制の再編ということも射

程に入れなければならないものである。それ

故，原発部門のみならず，既存の電力会社

（さしあたっては東京電力）それ自体が国家

管理されなければならないことを見据える必

要が出てきていることを，われわれははっき

りと認識すべきである。今回の福島第一原発

事故後の東京電力を企業組織としてどのよう

に処理するか，様々な考え方が示されている。

原子力部門を東京電力から切り離し，国家管

理しなければならないという点では，大方の

意見が一致しているように思われるが，その

場合でも，東京電力を会社として存続させる

上で，原子力の負担は大きすぎるという理由

で提案するのは筋違いである。国家管理の根

拠は，使用済み核燃料の最終処分を含め，原

子力関連事業を最後まで責任をもって遂行で

きる主体が，現状では国家政府しかないとい

う点にあるのであって，原子力発電事業を国

家政府であれば安全に遂行できるということ

ではない。

また，第４に，自然エネルギー等の再生可

能エネルギーを急速に普及させるという課題

を実現する上で，コストと価格，したがって

利益を指標とする市場原理はいかにも不釣り

合いだということである。自然エネルギーの

普及には，当面は補助金的システムやボラン

タリー的システムが不可欠なのであり，それ

35)実際，報道によると，政府は，東京電力に少な

くとも総額１兆円規模の公的資本を注入する方向

で調整に入った。福島第一原発の事故対応費用の

増加などで13年３月期に東電が債務超過に陥る

可能性が高まっているため。来年６月の定時株主

総会で新株を発行する枠である株式授権枠の大幅

拡大について承認を得た上で，原子力損害賠償支

援機構が東電の新株（優先株）を引き受ける形で

来夏の実施を目指す。勝俣恒久会長ら東電の現経

営陣の大半を退陣させ，東電の一時，実質国有化

に踏み切る構えだ，と報じられている。今後の推

移にもよるが，東京電力を民間会社として再生さ

せるという筋道は限りなく閉ざされたとみるのが

順当であろう（「毎日新聞」2011年12月８日参

照）。
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は，つまるところ，「公共原理」によって普

及をはからざるを得ないことを意味する。

「公共原理」を徹底させるために必要なもの

は，共同体的なルールであって，市場取引

ルールではない。現状において，共同体的な

ルールを不十分ではあれ実現しているのが自

治体であり，国家政府はこれを建前として

「実現」しているといえよう。いずれにして

も，自然エネルギーの普及にとって必要なの

は「自由市場」はなく，「公共空間」である

ということである 。誤解の無いように付け

加えておきたいのは，筆者のいう「公共原

理」は，単に国家や自治体による規制だけを

想定しているのではなく，さまざまな階層レ

ベルにおける「市民的公共」による規制も含

まれている点である 。

36)橘川氏は，先に紹介した著書の中で，「自由化」

と「原子力」の関係について，次のように述べて

いる。

「エンロン撤退に加え，電力自由化を妨げたも

う一つの要因が『原子力ルネッサンス』である。

…… CO をほとんど排出しない原子力発電を再

評価，推進しようという動きが世界中で巻き起こ

り，『原子力ルネッサンス』と呼ばれた。……と

ころが，電力会社にとって，初期コストが非常に

大きい原子力発電所を増設することは，財務面で

の負担が大きく，自由化に備えた競争力を強化す

るうえでは短期的に見ると重荷となる。……自由

化が進んで，完全競争ということになれば，競争

するライバル同士の情報共有はむずかしくなる。

一方で，原発が立地する地元自治体や反原発派な

どへのむずかしい対応を迫られる原子力発電を推

進するうえでは，電力業界が一枚岩で動くことが

要求されるから，情報の遮断に結びつく自由化は，

原子力の障害ととらえられる。……政府が，自由

化よりも原子力発電を重視する方向に舵を切った

のが，2004年の『原子力大綱』の見直しのとき

だった。このとき，原子力発電のボトルネックに

なっているバックエンドの問題をめぐって非常に

踏み込んだ議論が展開された。……核燃料サイク

ルとワンスルーのコストの比較が行われ，いった

んは核燃料サイクルを廃止するワンスルーのほう

がコストが安いと結論されかけたが，……結局，

核燃料サイクル推進を決断することになった。以

上のような経緯で，2004年ごろから，原子力ル

ネッサンスの推進と電力自由化の停止という流れ

が確定していった。その経緯を踏まえれば，電力

の自由化をさらに進めるためには，官民もたれ合

いの元凶でもある，国策による原子力発電の推進

体制を見直す必要がある。……ここで筆者は，民

間電力会社からの原子力発電事業の切り離しを提

案したい。……全国の電力会社が一律に原発を推

進すべしという国策の縛りがはずれれば，電力会

社の経営面でも，かなり選択の余地が広がるので

はないだろうか。場合によっては，原発を他社に

売り払うという選択があってもいいはずだ。そう

した大胆な選択は，電力会社が民間活力を取り戻

し，自由化を進めるうえで，重要なポイントとな

るだろう。」（橘川，前掲書，146～149ページ）

つまり，橘川氏の原子力国有化論は，電力自由

化を進める上で，既存の民間電力会社にとって原

子力が重荷，すなわち，競争上の阻害要因となっ

ているが故に切り離すべきだという立論に基づい

ている。したがって，国家が原子力を規制すべき

とか，ましてや，電力会社に対して国家的な公共

規制を強化すべき，という観点とは逆の発想から

のものであることが理解される。いずれにしても，

原子力が市場競争には耐え得ない電源であること

が指摘されたことになる。他方，自然エネルギー

についてはというと，㈳日本風力発電協会が

2012年１月10日に発表した2011年度の風力発

電導入量（推定）が，実態をよく示している。同

協会によると，2011年度の風力発電導入量が単

年度で33台，82MW（82,000kW）にとどまり，

前年度の256MW（256,000kW）から大幅ダウ

ンとなった。同協会は，この原因を政府の助成措

置（補助金）の打ち切りにあるとみている。太陽

光発電の助成制度でも同様の経験をしており，普

及期にある新技術を根付かせる上で，補助金等の

国家助成が大きな役割を果たすことが端的に読み

取れる事例である(http://log.jwpa.jp/category/

0000027524.html参照）。

なお，わが国の電力自由化に伴って制度化され

た新しい電気事業制度については，小坂，前掲書

のほか，電気新聞編『電力自由化― そこが知り

たい Q&A 新制度の徹底解説』㈳日本電気協

会新聞部，2003年を参照されたい。

37)筆者の想定する「公共原理」については，拙稿

「公益事業と公共性に関する一考察」北海学園大

学『経済論集』第57巻第１号2009年６月および

「新しい『公共』の『新しさ』について」同上，

第58巻第４号，2011年３月参照。
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電力会社の基幹設備である送電線をどのよ

うに管理すべきか，という問題は，以上述べ

た脈絡において考えなければならない。つま

り，「送電線開放」は，消費者の共同利用設

備としての本質を実体化するという手続きに

進むとき，はじめて意味ある形になり得るの

であり，その場合，既存の電力会社の管轄を

越えるような送電管理機関がどのような内実

をもつかが重要である，と筆者がかつて述べ

たことが想起されるべきである。全国一元的

な送電管理会社が国有企業であるのか，それ

とも民間企業なのかがまず問題である。もし

前者であれば，かつての㈱日本発送電の再現

（発電部門抜き）ということになるかもしれ

ない。また後者であれば，巨大民間送電独占

企業の出現ということになる。アメリカにお

ける ISO（独立系統運用者）のように，関

係する電力会社同士の連携機関ということで

あれば，わが国の現状の送電連系の発展型で

考えることが可能かもしれない。「送電線開

放問題」は，少なくとも，ここで述べたよう

な事情を押さえた上で，議論すべき事柄であ

る。また，その際に，最終消費者に電気を届

ける配電部門との関連づけに留意が必要であ

る。その筋道の確たる展望もなく，ただ「開

放」を主張するのでは，明治以来，営々とし

て，作り上げられてきた電力システムを闇雲

に分断するだけの結果になりかねない。その

意味では，われわれは，国鉄の分割民営化問

題を改めて想起する必要があるのかもしれな

い 。

38)国鉄の分割民営化に対して，あれだけのエネル

ギーをかけて反対の論陣をはった人々が，電気事

業の分割には全く無抵抗である。それどころか，

進んで解体分割の主張を行うのは何故であろうか。

国鉄は国有鉄道であり，もともと国民の財産で

あったのに対し，電力会社は株式会社であり，し

かも，地域独占会社として君臨し，あろうことか

「原発事故」まで引き起こし，国民に多大な損害

を与えたからだろうか。電力会社は確かに株式会

社であり，その限りでは民間会社である。当然，

会社の資産は会社のものであり，株主のものであ

るとの考えが生まれ，この考えを正当化するため

の理論も形成されることになる。しかし，この考

えは，説明不要の，したがって公理とされるほど

自明なものではない。だからこそ，「会社は誰の

ものか」という経済学・経営学上の論争※も長く

続いているのである。少なくとも，社会生活に

とっての必需性が高い財の供給を担う「公益事業

会社」が株式会社一般の論理で説明され得ない要

素を有するのは当然なのである。筆者は，現行の

公益事業会社の本質が，消費者の利益を実現する

という公共要素と私有会社として利益追求を求め

られるという民間資本要素との対立・矛盾関係に

あると考えている。そしてまた，この矛盾関係は，

公共要素が支配的になることによってしか最終的

な解決の道がない，とも考えている。公益事業会

社の内実は消費者要求の受託という点にあるので

あり，少なくとも，消費者は共同利用者としてこ

の会社の決定的なステークホルダーの地位を占め

ているのであり，単なる「お客様」ではない。一

般の会社や商店に対する消費者の地位や関係とは

異なり，公益事業会社に対する消費者の地位や関

係は，その事業への共同利害性によって説明され

る必要がある。歴史的には，配電事業を中心に地

方公営事業者が大きな役割を果たしていたことに，

その点が現れていた。現在は，十電力会社による

地域独占体制によってその面影がほとんど残され

ていない状況であるが，十電力会社が有する「公

益会社」という名称と消費者に対する供給義務が

かろうじてその痕跡をとどめているにすぎない。

しかし，それでも，屋久島の例などをみるにつけ，

電気事業を地域住民の手に取り戻すことは不可能

ではない。消費者が「お客様」以上の存在である

ことを，筆者が再三にわたって強調してきたのも，

その脈絡においてである。その立場からいって，

公益事業会社の資産が勝手に分割されてはならな

いのは，国鉄の場合と変わらないのである。

※古くは，バーリー・ミーンズによる著書，A.A.

Berle and G.C.Means,The Modern Corpora-

tion and Private Property, New York, 1932,

Revised Edition 1967. 北島忠男訳『近代株式会

社と私有財産』文雄堂書店によって展開された，

「所有と支配の分離」論にその原点があるといえ

る。彼らの後，さまざまな研究者がこの問題を論

じてきたが，結局は株式会社における「所有と経

営の分離」問題がその本質にあることは明らかで

ある。近年のステークホルダー論や会社の社会的

責任論，そして株主資本主義論も，この枠組みに
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確かに，現状ではこの電力システムが消費

者にとって，最大限有効な機能を発揮してい

るとはいえないであろう。しかし，だからと

いって，これを分割するのは，消費者にとっ

ての，それ故，国民にとっての財産を分断す

ることになる可能性が大である。こうした状

況に一定の方向付け与えることになると思わ

れる「電力制度改革の論点整理」が，2011

年12月政府によって示された。これによる

と，「企業や家庭が電力会社を選択できる仕

組みづくりや新規事業の参入を促進するのが

柱。前提となる送配電部門の中立性を高める

ため，発電と送配電を一体運営する現行体制

の見直し検討を促す。緊急時の停電を避ける

ため『需要抑制』の仕組みの導入も明記する。

東京電力の公的資金の注入を見据え，電力市

場の改革を進める」のが狙いとされる。また，

特に送電については，「発電と送電の分離に

より，送電部門がどの発電事業者の電気も公

平に受け入れるようにする。すべての利用者

に必要な電力を送る供給責任も維持する。既

に採用している発電と送電の会計分離の徹底

に加え，送電部門を完全に切り離す『所有分

離』，持ち株会社などの下に発電と送電を別

会社で置く『法的分離』，送配電網の運用を

中立機関に委ねる『機能分離』の４類型を列

挙」して，今後具体的な制度設計に入るとさ

れている 。これらの議論はまだ始まったば

かりであり，結論がどうなるかは，もちろん

分からない。財界主流がもっとも嫌う流れは，

原子力部門の国有化が電力会社本体にまで及

ぶことであり，電力会社に対する国民的監視

の仕組みが強化されることである。現在のと

ころ，最有力の「送電線開放」の方法として，

所有権を電力会社に残したまま独立機関に管

理を委託するという，機能分離型の ISO的

方法が示唆されているのは，作業部会のスタ

ンスから考えると，もっともありそうな「解

決」である。

もちろん，今回示されたのは，今後の制度

改革に向けた議論を行うための「論点整理」

であって，細目はこれからではある。しかし，

この「論点整理」にあたった作業部会の大勢

がどこにあるのかは垣間みることが出来るよ

うに思われる。まず，今回の震災で明らかに

なったわが国の電力供給システムの問題点が，

①供給力確保が主眼で「需要を抑制して供給

力に余裕を持たせる」視点が乏しかったこと，

②「分割された区域内での供給」が重点で全

国規模での最適需給構造を目指す視点がとぼ

しかったことにあるとし，結局，目指すとこ

ろが「競争的で開かれた電力市場」の構築と

いう，かつての電力自由化を構造分離によっ

て「完成」させるという，旧態依然たる電力

自由化政策の羅列に落ち着いているのである。

ここで作業部会が，①需要を抑制して供給力

に余裕を持たせる視点が乏しかったこと，②

全国規模での最適需給構造を目指す視点が乏

しかったこと，という２点の問題点を挙げ，

その解決ために「競争的で開かれた電力市

場」の構築を示唆するのは自己矛盾であろう。

なぜなら，市場ルールに従えば，供給側が需

要側に消費抑制を求めるなどということはあ

り得ない。あるとすれば，需要圧力によって

価格が上昇し，結果として需要が抑えられる

というメカニズムの発動であろう。そのメカ

ニズムが期待できないからこそ，需要抑制と

いう「市場外措置」が必要となるのである。

こうした矛盾から逃れるためには，市場ルー

ルを捨てるか，少なくとも「電気財」が一般

ある議論ということになろう（ここでは，参考文

献として，北原勇『現代資本主義における所有と

決定』岩波書店，1984年を挙げるにとどめるが，

わが国の研究に限っても相当な研究蓄積があり，

完全に定まった見解があるという状況ではない）。

39)「電力システム改革タスクフォース『論点整

理』」経済産業省，資源エネルギー庁電力・ガス

事業部（http://www.meti.go.jp/committee/

kenkyukai/energy/denryoku system/007 giji.

html），「日本経済新聞」2011年12月26日およ

び12月28日参照。
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的な「市場財」とは異なり，需給メカニズム

を適用することが不適当な財であることを認

めることである。

また，筆者が疑問に思うのは，「送配電部

門の中立性」確保という主張である。作業部

会メンバーのいう中立とは何か，が問題なの

である。ISO（独立系統運用者）や「電力系

統利用協議会」に関わって筆者が何度も指摘

したように，この中立は既存電気事業者と新

規参入事業者との中立であり，市場競争参加

者の競争条件のことを指していることは明瞭

である。しかし，送電線は，供給者だけが利

用しているのではなく，消費者も利用してい

るものであって，まさしく，地域共同に参画

する全メンバーにとっての「共同利用設備」

であり国民の誰一人としてそこから排除され

てはならない「社会インフラ」である。この

点を組み込まない議論は，必ず消費者と国民

を忘れた政策や制度に帰結することになろう。

かくして，「論点整理」においては，福島

第一原発事故をどう収束させるか，また，今

後の原子力政策をどうするか，自然エネル

ギーの拡大をいかに実現するか，という喫緊

の課題は自然エネルギーの託送ルールに関

わって触れられるのみであり，原子力につい

ては完全にスルーされている。他方で，東京

電力については原子力損害賠償をめぐって

「実質国有化」への道が着実に迫っており，

わが国の電気事業体制が本質的に変わらなけ

ればならない時期にさしかかっていることが

政府部内でも取りざたされている様子が伝

わってくる 。福島第一原発事故がわが国の

電気事業に問いかけている本質問題は，まさ

にこの後者の問題，すなわち，電気事業の国

家的管理と公共規制の方向性をめぐる，消費

者国民と財界資本との対立という点にある。

「送電線開放問題」もこの関わりで論じられ

なければならない。

こうした問題の渦中にあって，既存の電力

会社は，今や抜けるに抜けられないジレンマ

に陥っているようである。原子力をめぐる既

得権益関係に縛られる形で，瀕死の原子力発

電に固執しようとすればするほど，国家政府

からの干渉を甘受しなければならず，この道

は，場合によっては，原子力だけでなく電気

事業総体の国家管理をも想定しなければなら

ないものかもしれない。逆に，あくまでも民

間会社としての地位を守ろうとするならば，

原子力とは手を切り，自由化をいっそう拡大

しなければならず，その一環としての「送電

線開放」に応じなければならなくなるのは必

至であろう。ところが，この「送電線開放」

というのは，事の本質からして「送電線を公

共財とすること」に帰着することになるから，

自由化論者が期待することとは真逆の結果が

待っているのである。このことに気がついて

いるかどうかは分からないが，機能分離を軸

とする ISOで事を済まそうとする発想は，

少なくとも資本の本能からきているというべ

きであろう。そして，このジレンマの一角に

自然エネルギーが入り込んでいることになる。

つまり，問題解決を難しくさせている大きな

要因は，電力会社が依然として原子力に拘泥

しながら，民間企業としてのフリーハンドを

保持しようとしているところに，自然エネル

ギーの導入拡大をうたわなければならないこ

とにある。なぜなら，自然エネルギーの普及

拡大には公的および市民共同的な枠組みが必

要であり，この枠組み自体が，企業的，市場

的自由化の推進という方針と二律背反状態に

あるからである。

以上のような，ねじれ状態を放置したまま，

「エネルギーのベストミックス」の名のもと

に，原子力にあくまでもしがみつく姿勢は賢

明とはいえない。かといって，将来のわが国

のエネルギー供給構造と供給システムを抜本

的に再構築しなければならない，まさにこの

段階で，原子力事故などさしたることでもな40)同上。
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かったかのように，安い電気をいかに市場供

給できるかという，教科書的市場競争論レベ

ルの議論に付き合わされてはたまらない。ま

して，福島の人々にとってはなおさらであろ

う。原子力問題をとりあえず置いて，「自由

で競争的な市場」を構築するために，「送電

線開放」が必要であるという発想が，既に市

場主義的といえる。必要なのは，むしろ，送

電線の市民的，公共的管理であり，送電線を

消費者の手に取り戻すことである。飯田氏が，

送電線を「公共財」として位置付けるといっ

ているのは，この意味では正しい。問題は，

送電線を実質的に「公共財」とするためには，

その所有権と管理権を国民のものにしなけれ

ばならないという点にあり，究極的には，発

電，送電，配電を含む電気事業の公的管理あ

るいは公共規制の確立に帰着するという点に

ある。そして，送電を管理するというのは，

すなわち発電と配電，あるいは供給と需要を

調整管理することであるという点の理解が肝

要である。送電線があれば，そこを自由に電

気が行きかうことが可能であるかのような

「送電線開放論」が多くみうけられるのは，

送電ネットワークを，あたかも与えられた

「市場」のごとく考える素朴な電力自由化論

の影響である。現実は理論よりもはるかに複

雑であることを知るべきである。福島第一原

発事故以降においても，全く動揺することな

く原発推進を主張し続けている確信犯はとも

かくとして，反原発，脱原発の嵐が過ぎ去る

ことをひたすら待ち続け，「だんまり」を決

め込んでいる「かくれ推進派」はなお多いで

あろう。こうした人々に勇気を与えるのが，

やはり国民に対する「電力不足」と「計画停

電」の脅威宣伝である。2012年の年明けか

ら，全原子力発電所の停止と供給力不足の到

来を「不安」げにうったえる動きがいっそう

強まっている 。

41)「毎日新聞」2012年１月８日。そのような事態

の推移のなか，原発の耐用年数を40年とし，原

則として廃炉にするが，安全性が確認されれば，

最長60年まで運転を認める，との考え方を民主

党政府が表明した。また，関西電力大飯原発のス

トレステストの評価結果（想定以上の地震や津波

に耐えられる）に対して，原子力安全・保安院が

「妥当」との判断を下した。福島第一原発事故の

「収束宣言」以来，着実に原発再稼働の路線が敷

かれてきたといえるが，また，新たな段階に突き

進みつつあることを示す事態といえる。この政府

の「脱原発」表明の底意がどの辺にあるかが，か

くも早く露呈してしまったというべきであろう

（「毎日新聞」2012年１月７日，同，2012年１月

19日参照）。
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